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はじめに 
 

アフリカ 南端の南アフリカ共和国の隣国に位置するモザンビークは、サブサハラアフ

リカの 1 ヶ国ながら、1992 年の内戦終結後、ドナー支援の増加もあり、年間経済成長率約

8％と目覚しい成長を遂げ、ドナー間では「戦後復興の優等国」として位置付けられている。

アフリカ周辺国同様に援助協調が盛んで、特に一般財政支援（GBS）ドナー（PAPs：Program 
Aid Partners と呼称）が 19 と世界 多を数え、GBS の枠組みが同国の開発／援助協調の

枠組みの中心に位置する形となっている。 
このように、日本を含むプロジェクト型支援ドナーがマージナライズされるという状況

下において、平成 18 年度より外務省の経済協力調整員制度が開始され、特に援助協調が進

むアフリカ諸国 5 ヶ国（ウガンダ、エチオピア、ガーナ、スーダン、モザンビーク。現在

ケニア、ザンビア、マダガスカル、セネガルを含む 9 ヶ国に拡大）に援助協調分野を中心

とした経済協力関連の補佐的業務を担当する経済協力調整員が派遣されるようになった。 
筆者は本経済協力調整員第一期生として平成 18 年 10 月より 2 年間在モザンビーク日本

大使館に派遣され、マクロレベルの援助協調担当として、同国の援助協調に関する情報収

集・調査・分析、日本の政策・取り組み・方針／スタンスに係る提言及び対外発信等を行

った。モザンビークより帰国後、筆者は同国での 2 年間の業務経験を踏まえ、同国の援助

協調の状況及び日本の取り組みにつき報告するとともに、GBS ドナー（PAPs）が開発援助

の主流を握る同国の問題の現状及び貧困削減の進捗状況について検証し、同国における今

後の開発／援助協調の方向性及び日本のとるべき方策につき私見を述べる形で拙論を取り

纏めた。 
同拙論の執筆は、三木前大使に後押しして頂いたことに加え、モザンビークで進む援助

協調の動向と日本の取り組みにつき、同じく援助協調業務に従事しておられる日本の関係

者の皆様、特に他国の援助協調の現場で日々奮闘しておられる関係者の皆様に知って頂き

たいとの思いからである。幸いにも GRIPS 開発フォーラムのホームページ上「ダウンロー

ド」サイトに拙論を掲載頂き、今回光栄なことに短縮版を本 Discussion Paper として刊行

して頂けることになった。本稿が、日本の関係者の皆様の業務や活動の一助となれば大変

幸いである。なお、短縮化にあたり別添資料は大幅に割愛、文献資料は引用分のみとし、

同国の貧困問題、貧困削減の現状に関する記載は必要 小限に留めたところ、これらにつ

いては拙論をご参照頂きたい（http://www.grips.ac.jp/forum/pdf09/sakumoto_report.pdf
を参照）。 
また、本稿内で述べられている意見はあくまで筆者の個人的見解であり、必ずしも筆者

の元所属先である在モザンビーク日本国大使館及び外務省の見解と一致するわけではない

旨申し添える。 
 
 





略語対照表 
 
ACP Aid Coordination Policy 援助調整政策 

BAG Budget Analysis Group 予算分析グループ 

BWG Budget Working Group 予算ワーキング・グループ 

BdPES Balanço de PES 経済社会計画決算書：PES の

年次評価報告書 
BoP  Balance of Payment 国際収支 

C/F Common Fund コモンファンド 

CoC Code of Conduct 実施規則 
DAC Development Aid Coordination 開発援助調整 
DPG Developing Partners Group 開発パートナー・グループ 
EWG Economist Working Group エコノミスト・ワーキング・グループ 
GBS General Budget Support 一般財政支援 
GDI Gender Development Index ジェンダー開発指数 
GNI Gross National Income 国民総所得 

GoM Government of Mozambique モザンビーク政府 

HDI Human Development Index 人間開発指数 
HoCs Head of Cooperations 援助機関長級組織 
HoMs Head of Missions 外交団長級組織 
IAF Inquérito aos Agregados Familiares 家計所得と支出調査 
INE Instituto Nacional de Estatística 国家統計院 
JAS Joint Assistance Strategy 共同援助戦略 
JR Joint Review 年次レビュー 
JSC Joint Steerting Committee 合同運営委員会 
M&E Monitoring and Evaluation モニタリング・評価 
MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

MF Ministério das Finanças 財務省 
MINEC Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação 
外務協力省 

MPD Ministério da Planificação e 
Desenvolvimento 

企画開発省 

MPF Ministério do Plano e Finanças 旧企画財務省 
MTEF Mid-Term Expenditure Framework 中期支出枠組み 
MYR Mid-Year Review 中間レビュー 
MoU Memorandum of Understanding 覚書 
Non-PAPs Non-Programme Aid Partners 非一般財政支援ドナー：

プロジェクト型支援ドナー 
ODATF ODA Task Force ODA タスクフォース 
P/P Partnership Principles パートナーシップ原則 



PAF Performance Assessment Framework パフォーマンス評価枠組み 
PAFCoG PAF Coordination Group パフォーマンス評価枠組み 

調整グループ 
PAMS Poverty Analysis & Monitoring System 貧困分析モニタリングシステム 
PAPs Programme Aid Partners 一般財政支援ドナー 
PARPA Plano de Acção para a Redução da Pobreza 

Absoluta 
モザンビーク版 PRSP： 
絶対貧困削減行動計画 

PES Plan Económico e Social 経済社会計画書： 
PARPA 年次計画書 

SBS Sector Budget Support セクター財政支援 

SWG Sector Working Group セクター・ワーキング･グループ 
TIA Trabalho de Inquérito Agrícola 農業統計調査 
VAT Value Added Tax 付加価値税 
WB World Bank 世界銀行 
WG Working Group ワーキング・グループ 
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第 1 章 モザンビークにおける援助協調の現状 
 
1－1 GBS ドナー（PAPs）支援の枠組み1 

 
モザンビークにおける一般財政支援（GBS）の実施は、1998 年の北欧 3 ヶ国（デンマー

ク、ノルウェー、スウェーデン）及びスイスの 4 ドナーによる国際収支（BoP）支援に関す

る共同レビュー結果に基づくものであり、1999 年に 6 ドナー（4 ドナーに加え、英国、オ

ランダ）とモザンビーク政府間での「共同マクロ金融支援プログラム（ Joint 
Macro-Financial Aid Program）」への合意がなされた後、2000 年 11 月の「共同枠組み合

意（Joint Framework Agreement）」への署名をもって正式に開始された（Batley 2002; 
Batley, et al. 2006; 大平 2006）。 
その後、2002 年には GBS 参加ドナーは 10 ドナーとなり（ベルギー、EC、アイルラン

ド、フランスが新たに参加）、2004 年 4 月、さらに 5 つの国と機関（フィンランド、ドイ

ツ、イタリア、ポルトガル、世界銀行（世銀））を加えた計 15 ドナーによりモザンビーク

政府との間で「GBS と BoP 支援規定のための覚書（MoU）」2が署名された（以後 GBS ド

ナーは「Program Aid Partners（PAPs）」と称されている）。本 MoU への署名により、PAPs
とモザンビーク政府間で同国の貧困削減戦略ペーパー（PRSP）である絶対貧困削減行動計

画（PARPA）（現在 PARPA II（2006～2009 年）3 実施中）の年間の進捗を測るパフォー

マンス評価枠組み（PAF）マトリックスが作成、合意され（現在 40 指標）4、合同で前年

度の PARPA の進捗状況を評価し、その結果に基づき次年度の GBS の拠出額を決定する現

在の GBS の枠組みが整備されることになった。 
具体的には、政府の国家予算・計画サイクル（当国の会計年度は 1～12 月）に合わせて

「年次レビュー（JR）」、「中間レビュー（MYR）」と年 2 回の合同レビュー会合が開催され、

3～4 月に実施される JR で前年度の評価、8～9 月に実施される MYR で当該年度前期の進

捗及び次年度の PAF マトリックスの指標・ターゲットのレビューが行われる5。また、2005
年より PAPs 自体のパフォーマンス評価も併せて行われるようになっており（パリ宣言の指

標・ターゲットを基に独自の PAPs PAF マトリックスを作成）、各レビュー結果は成果文書

「Aide-Mémoire」として纏められ、政府・PAPs 間で合意される。続いて、JR の結果を踏

                                                   
1 モザンビーク独立後の援助の状況及び GBS については、筆者の前任者的位置付けの大平元専門調査員の

報告書「モザンビークにおける援助の変遷と日本の対応」（2006）に詳細に記載されているところ、同書を

参照されたい。また、PAPs の詳細については、http://www.pap.org.mz/参照。   
2 GBS 実施の全体目標は PARPA 支援による貧困削減への貢献であり、支援実施の基本原則（underline 
principles）として「平和、自由かつ信頼のおける民主政治プロセス、司法の独立、法の原則、人権、汚職

との闘いを含むグッドガバナンス・公職における高潔さ」、「貧困との闘い」、「健全なマクロ経済政策の遂

行」の 3 点を挙げている（GoM & PAPs 2004a, pp.4～5）。 
3 今後 PARPA II を 2010 年まで延長、政府 5 ヶ年計画と統一し、後継文書として政府 5 ヶ年計画の運営計

画を策定予定。 
4 JR 開始当初は PARPA に基づく形で、モザンビーク政府と PAPs 間の協議により 46 指標が合意されて

おり、PARPA の年次計画書である経済社会計画書（PES）の年次評価報告書である経済社会計画決算書

（BdPES）も PARPA と PAF との整合性をとる形で改善がなされた（PAPs 2004b）。その後、PARPA II
の策定・閣議承認を経て、MYR2006 において PARPA II の約 200 の指標より 40 指標を抜粋する形で現行

のスタイルの PAF が合意された（GoM & PAPs 2006b）。 
5 政府側の取引コスト軽減要請により、MYR2008 では 2009 年の指標・ターゲット、2010 年のインディ

カティブなターゲットの合意のみとされた。 
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まえ、次年度の援助のコミットメント額（インディカティブ）が JR 終了 4 週間後に公表、

8 月末までに 終的な拠出額の確認がなされ、拠出スケジュールにつき 12 月の政府（財務

省（MF））・PAPs の代表者による予算ワーキング・グループ（BWG）会合（予算執行状況

のモニタリングのために 4 半期ごとに実施）において政府・PAPs 間で合意がなされるとい

うのが一連の流れである（図１参照）。 
 

図１：モニタリング・サイクル 
会計年度 GBS レビュー 政府予算サイクル 計画・その他 
1 月 
2 月 
3 月 
4 月 
5 月 
 
6 月 
 
8 月 
9 月 
 
11 月 
12 月 

Input Flow 

 
*PRGF は 2007 年 7 月に終了し、新たに政策支援ツール（PSI: Policy Support Instrument）がスタートした。 
出所：大平（2006、p.24、図 6）を筆者の当地での経験を基にアップデート。 
 
なお、本レビュー・プロセスには、PARPA に関連する全セクターのワーキング・グルー

プ(WG)6及び市民団体が参加し7、まずセクターごとのモニタリング・評価が行われる。次

に、PARPA II の 3 つのピラーであるガバナンス、人的資本、経済開発に、マクロ経済・貧

困及び横断的なテーマを加えた 5 つのピラー8ごとに、政府・PAPs のリーダー及び各 WG
のチェアの参加によるピラー・レビューが行われ9、以後各 WG のチェア、各ピラーのリー

                                                   
6 JR 開始当初の WG 数は 20 （GoM & PAPs 2004b, p.1）。以後増加し JR2007 より WG 数は 29 （GdM 
e PAPs 2007a, p.1）となる。 
7 PAPs の MoU には、JR/MYR に PAPs 以外のドナーがオブザーバーとして参加可能であることが明記さ

れている（Annex 4, pp.1-2）。また、市民団体の参加については MoU 上の記載はないが、JR2005 の ToR 
（PAPs 2005a, pp.3,7-8）より参加が明記されている。しかしながら、市民団体の参加は JR/MYR プロセ

スにおいてあまりビジブルではなかった。 
8 JR 開始当初は、貧困、公共財政管理、ガバナンス、民間セクター開発・投資環境、サービスデリバリー

の 5 つのテーマに関するグループの下に、各セクターの WG が位置付けられており、JR の期間も 2 週間

のみであった（別途準備期間として 2 週間が設定されていた）（PAPs 2004a）。現行の PARPA II のピラー

に沿う形となったのは MYR2005 からである（PAPs 2005b）。 
9 各ピラーのリーダーは政府・PAPs より 1 名ずつ選定される旨 JR の ToR に明記されているが（PAPs 
2004a ; 2005a; GoM & PAPs 2006a, Annex 6; GdM e PAPs 2007a, Anexo VIII ; 2008a, Anexo VIII）、実

際には JR2006～JR2007 で non-PAPs である UNICEF が横断テーマに関するピラー・リーダーを務めて

 

 

四半期予算執行書（QBER）

年次レビュー（JR） 

中期レビュー（MYR） 

予算執行評価会合 

予算執行評価会合 

各省との折衝開始 

前年度年次計画評価書（BdPES） 

前年度年次予算執行書（BER）
IMF PRGF* mission 

IMF PRGF* mission 

予算国会審議 

予算採択 

四半期予算執行書（QBER）

予算策定プロセス 

次年度年次計画書（PES） 

四半期予算執行書（QBER）

今年度上半期計画評価書
（BdPES） 

貧困オブザーバトリー 

2



 

ダー、政府・PAPs の実務・政策レベルの代表（政府側は局長・技術者、PAPs 側はエコノ

ミスト・援助機関長（HoCs））及び市民団体の代表によるパフォーマンス評価枠組み調整

グループ（PAFCoG）会合、政府・PAPs 間の大臣・大使級の政策協議（政府側は代表の企

画開発大臣以下関係省庁大臣、PAPs 側は Troika Plus（+）の外交団長（HoMs）が参加）、

ファイナル会合と続く。このように、モザンビークでは政府と PAPs による GBS 実施のた

めの枠組みが、そのまま PARPA のモニタリング・評価の枠組みとして同国の開発援助の中

核に位置しており、本枠組みに GBS 実施の有無に関わらず全ドナーが必然的に組み込まれ

る形となっているのが大きな特徴のひとつである。加えて、2007 年の JR より GBS だけで

なくセクター・コモンファンド（C/F）支援の拠出額も決定・公表されるようになり、別途

2003 年より政府、ドナー、市民社会による PARPA の進捗状況を評価する年次会合として

開催されている「貧困オブザーバトリー（Poverty Observatory）会合」が、2007 年より

JR の時期に合わせて実施されるようになるなど GBS の枠組みはさらに強化されている。 
また、PAPs は、メンバーの実務者レベルのエコノミストで構成されるエコノミスト・ワ

ーキング・グループ（EWG）、援助機関長からなる HoCs（Head of Cooperations）、外交

団長級の HoMs（Head of Missions）の 3 つのグループにより組織され、各グループは定期

的に会合をもち、MoU の履行、PARPA の進捗、PAF 及び PAPs の責任履行につき随時モ

ニタリングを行っており、同組織を支援する事務局も併せもっている。なお、EWG 下には

GBS 実施において重要なテーマに関するサブグループ（予算分析（BAG）、国家行財政シ

ステム（SISTAFE）、税、監査、調達、財務）が設けられ、政府側の進捗をフォローすると

ともに、適宜技術支援及び C/F を通じた支援が行われている。また、PAPs の現チェア、次

期チェア、元チェアの 3 ドナー（チェアの任期は 1 年。輪番制で毎年 JR の時期に合わせて

選出）と世銀、EU（大口ドナーとして常駐メンバー）で組織される Troika +の HoCs 及び

エコノミストと、モザンビーク政府関係省庁（企画開発省（MPD）、MF10、外務協力省

（MINEC）、モザンビーク中央銀行）の局長クラスとの間で毎月 1 回合同運営委員会（JSC）

会合が開催され、GBS 実施、MoU の履行、PAF 進捗に関する実務レベルの協議が行われ

ている。さらに、四半期に一度 Troika+の HoMs と企画開発大臣を筆頭とする政府関係省

庁の大臣との間で政策協議が開かれている（うち 2 回は JR/MYR 中に行われる）。 
なお、PAPs は GBS だけではなく、主要セクターへの C/F 支援、プロジェクト型支援も

実施しているが、PAPs PAF の指標・ターゲットのひとつとして GBS の割合を 2008～2009
年で PAPs の全体支援の 40％、各ドナー支援の 40％とする方向で合意している11。PAPs
の GBS 額は開始年度の 2000 年より年々増加し、2005 年に 300 百万ドル、2007 年に 400
百万ドルを突破しており（図 2 参照）、2009 年度のコミットメント額はセクターC/F 支援額

を併せると、2008 年度分を 57 百万ドル上回る総額 846 百万ドル（GBS: 485 百万ドル、

C/F: 361 百万ドル）となっている（図 3 参照）。また、PAPs 全体の援助に占める GBS の

                                                                                                                                                     
おり（GoM & PAPs 2006a, Annex 5; GdM e PAPs 2007a, Anexo VIII）、MYR2007～MYR2008 では

UNICEF が人的資本、UNFPA が横断テーマのピラー・リーダーを務めている（GdM e PAPs 2007b,  
Anexo IV; 2008a, Anexo VIII; 2008b, Anexo V）。 
10 元々は旧企画財務省として統一されていたが、2005 年 4 月に同省は廃止され、現行の 2 つの独立した

省に再編された。 
11 MYR2005 では GBS の割合を 40（2006 年）→44（2007 年）→49（2008 年）→54％（2009 年）とす

る方向で合意されていたが（GoM & PAPs 2005, Annex 2）、MYR2007 において現行の 40％に変更された

（GdM e PAPs 2007b, Anexo II）。 
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割合は 2005～2008 年で 32→38％に増加し、プロジェクト型支援は 47→39％に減少してい

るが（図 4 参照）、メンバー間ではバラつきがみられる（図 5 参照）。 
 

図 2：PAPs の GBS 支援（2000～2009 年）  図 3：PAPs のセクターC/F 支援（2007～2009 年） 
＜単位：百万ドル＞ ＜単位：百万ドル＞ 
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注（1）：コミットメント額、（2）：国家行財政改革技術ユニット

（3）：公共セクター改革技術ユニット 
出所： MPD 2008, スライド 14。 

出所：Batley, et al. 2006, Table A3.1& B3.4, pp.19, 47（2000-04
年データ）；MPD 2009, スライド 22（2005-09 年データ）

を基に作成。 
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1－2 DPG の枠組み 
 
モザンビークには、上述の PAPs の枠組みとは別に 10 年以上の歴史を有する全ドナーが

参加資格をもつ「開発パートナー・グループ（DPG: Developing Partners Group）」が存在

する。 
モザンビークでの援助協調／調整の流れは、1992 年の和平合意後、1994 年の同国初の複

数政党選挙への支援実施のためにドナー・グループ（Elections Monitoring Group）が形成

される形で始まり、選挙終了後、民主主義の強化、国家和解・再建のプロセス支援、続い

てマクロ経済支援に主眼が置かれるようになったことから、グループ名も民主主義支援グ

ループ（Aid-for-Democracy Group）、ドナー政策グループ（Donor Policy Group）に改称

された（Batley 2002 ; Batley, et al. 2006）｡その後、1997 年に正式に現在の DPG の名称

となり、世銀代表と国連常駐調整官（UNRC）の共同チェアにより各援助国の代表（HoMs
レベル）が月 1 回会合を開催する現行のスタイルとなった。 

設立当時 DPG は全ドナー参加によるモザンビークの開発全般に関する情報共有・協議の

場として位置付けられており12、世銀のチェアにより 1995 年から BoP 支援のための協議と

して政府・全ドナー間で諮問グループ（CG）会合13も行われていたが（Batley 2002；Batley, 
et al. 2006）、世銀が 2004 年に PAPs に参加したことから CG 会合の実施は 2003 年が 後

となっている。つまり、2000 年の一般財政支援（GBS）開始後、GBS ドナー（PAPs）の

メンバー数及び援助額が増加し（図 6・表 1 参照）、特に 2004 年の政府・PAPs14間の MoU 
 

図 6：PAPs と non-PAPs の援助額の推移（2000～2007 年）＜単位：百万ドル＞ 
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出所：OECD/DAC International Statistics Development（IDS）（Online Database： 

http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline）のデータを基に作成。 
 

                                                   
12 2006 年 12 月の DPG 会合で、ノット元当地 USAID 代表により DPG 設置の経緯、その後の動きに関

する資料の配布がなされた。同資料は、Batley の「Mozambique－A Country Case Study」（2002）にも

掲載されている（p.13）。 
13 但し、CG 会合はパリなどモザンビーク国外で開催されることも多く、政府側の参加者は限定的であっ

たとのことである（Batley, et al. 2006, Annex 3-A, p.192）。 
14 前述の 15 ドナーに、2005 年にカナダ、スペイン、2006 年にアフリカ開銀、2007 年にオーストリアが

加わり、現在 19 ドナー。 
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署名により GBS の枠組みが整備される中で PAPs の勢力が強まったところ、DPG の枠組

みは次第に形骸化したものと思われる。2006 年 10 月の筆者の赴任当時には、DPG は全ド

ナー間の単なる情報・意見交換及び共有の場としてのみ機能するようになっており、政府

との対話のチャネルは事実上、失われた形となっていた（図 7 参照）。 
 

表 1：2007 年のドナー別の対モザンビーク支援 

ドナー 援助額（US＄） 

各ドナー支援の対

モザンビーク支援

全体に占める割合

（％） 

各ドナーの支援全

体に占める政府直

接支援の割合（％）

世銀 266,441,701 16.7 100
EC 166,459,885 10.4 90.2
米国 148,356,480 9.3 15.4
国連* 124,583,038 7.8 85.7
英国/DFID 113,870,307 7.1 92.9
スウェーデン 97,949,049 6.1 80.2
アフリカ開銀 81,835,000 5.1 90.4
オランダ 70,979,814 4.5 86.4
ノルウェー 68,768,077 4.3 86
デンマーク/DANIDA 68,500,000 4.3 92.7
アイルランド 53,400,000 3.3 100
ドイツ 53,302,851 3.3 94
カナダ 42,651,985 2.7 85.5
グローバル基金 42,336,774 2.7 100
イタリア/イタリア援助庁 34,449,059 2.2 80.9
スペイン 30,772,813 1.9 35.8
フィンランド 28,727,538 1.8 92.3
日本 23,800,000 1.5 98.9
フランス 22,954,934 1.4 22.6
スイス 20,923,826 1.3 66.4
ポルトガル 14,348,489 0.9 91.9
ベルギー 11,292,070 0.7 75
オーストリア 1,539,521 0.1 12
GAVI 0 0 0
合計 1,594,853,029 100 82

*国連：FAO, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP。 
注：     non-PAPs の支援部分。 
出所：GoM 2008, Table 3, p.10 及び別添資料（エクセルデータ）より作成。 
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図 7：モザンビークの現在の援助構造図 

 
注：*Non-PAPs: PAPs に参加していないドナーのグループ; ブラジル、中国、エジプト、インド、ロシア、

南アフリカ共和国（南ア）、米国、国連、日本等。 
①GBS の枠組みは、2004 年 4 月に署名された MoU に基づき政府のパフォーマンスに関する政府・

PAPs 間の２つの共同レビュー（政策協議を含む JR/MYR）という M&E システムを含む。 
②GBS の枠組みは全ドナーが参加する SWGs の枠組みに拡大されている。  
③non-PAPs がオブザーバーとして参加できる EWG のサブグループがある。 

出所：モザンビークにおける活動時の状況を踏まえ、筆者が作成。 
 
なお、こうした状況に警鐘を鳴らす動きがドナー間に皆無だったわけではない。事実ス

ペザッティ元当地 UNDP 代表15は、2004 年 9 月の MYR 後の DPG 会合で、同年 4 月に

MoU が締結され GBS 枠組みが形成されたために、同枠組みとそれまでドナー間の意見・

情報交換や調整の場として機能していた DPG の 2 つの流れができており、調和化の観点か

ら遺憾とのコメントを発表、その後、ドナー枠組み戦略（DFS: Donor Framework Strategy）
の策定、ドナー全体による援助計画、モニタリング・評価のメカニズム作成に向けた取り

組みが企図された経緯がある。但し、その後の同氏の離任もあり、特に目立った進展はな

かったものと思われる16。 
同じく援助協調が進み、GBS が実施されているタンザニア、ウガンダ、ザンビア等周辺

国では、全ドナーが参加・協議する枠組みの下に GBS グループ等が位置しており（後述の

第 2 章 2－3 参照）、国際的にも本形態が一般的であると思われるが、モザンビークではド

ナー全体及び政府・全ドナー間で協議する援助協調の確たる枠組みが存在しない。GBS の

                                                   
15 その後 UNRC となった。現在の当地 UNDP 代表兼 UNRC の前任者である。 
16 筆者の任期中に在モザンビーク日本大使館でその後の進展に係る関連資料は特に確認できなかった。 
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枠組みが全ドナーの枠組みであるべき DPG の上位に位置する、もしくは取って代わるがご

とき状況にある同国は極めて特異な例であるといえる17。 
さらに、JR/MYR の実際の作業はセクター・ワーキング・グループ(SWG)ごとに行われ

るため、前述のとおり JR/MYR のプロセスには PAPs だけではなく各セクターにおいて支

援を行っている日本以下 non-PAPs も参加している18。つまり、モザンビークで活動するほ

ぼ全てのドナーがセクターレベルで関与しており応分の貢献も行っているわけであるが19、

本枠組みはあくまでも同国政府と PAPs の枠組みであり、政策レベルでの協議への参加は

PAPs のみで、JR/MYR の成果文書である PRSP の進捗評価に係る Aide-Mémoire も同国

政府と PAPs の間で 終的に合意されるため、日本以下 non-PAPs の本プロセスにおける貢

献・インプットは non-PAPs のものとして全く認知されていないというのが現状である。 
 
第 2 章 日本の枠組み改善への取り組み 
 
2－1 改革第一期：DPG をドナー全体の協議・意思決定の場へ 

 
こうした中、モザンビークでは、大使館とJICA 事務所のスタッフにより組織されるODA

タスクフォース（TF）として主要セクターに担当者を配置し、限られた人員体制の中でで

きる限り多くの SWG に参加し、援助協調の動きに対応した。 
筆者は、マクロレベルの援助協調担当ということで、特に毎週もしくは隔週で開催され

る PAPs の実務者レベルのグループである EWG 会合に UNDP、USAID、IMF と共にオブ

ザーバー参加し、PAPs の動きをフォローするとともに、援助の予測性向上のためのオンバ

ジェット化、モザンビーク政府の中期支出枠組み（MTEF）用の複数年度のインディカテ

ィブな支援額の提示、ODAMoz データベース20の定期的なアップデート等の各種作業に積

極的に参加し、コメントを行ってきた。こうして日本のプレゼンスの確保に努め、各種決

定事項に対しプロジェクト型支援ドナーの意向を反映させ、ドナー全体としての援助効果

向上に繋げるべく努力した。併せて、貧困分析モニタリングシステム（PAMS）、オンバジ

ェット・タスクフォース、パリ宣言 WG 等の SWG に正式メンバーとして参加し、各セク

ターの動きを把握し、モザンビークの持続可能な開発及び貧困削減に向けた取り組み推進

のためのコメント、提言を心がけるとともに、日本の支援につき適宜説明しつつ、日本の

意見やスタンスの申し入れを行った。 

                                                   
17 筆者の把握する限りにおいては他国に類例はみられない。 
18 現存する SWG の 3 分の１のチェアは国連機関であり、前述のとおり JR2006～JR2007 で UNICEF が

横断テーマのピラー、MYR2007～MYR2008 で UNICEF が人的資本ピラー、UNFPA が横断テーマ・ピ

ラーのドナー側のリーダーを務めている。 
19 中国、インド等の新興ドナーは不参加。 
20 パリ宣言署名を受け、2005 年 10 月に DPG 下に援助効果向上の議論促進のために設置されたパリ宣言

WG の作業の過程で、EC と UN 機関のデータベースを統合する形でほぼ全ての主要ドナー（PAPs プラス

non-PAPs（米国、国連、フランダース、日本））の援助情報に関するデータベースが作成され、Web
（http://www.odamoz.org.mz/reports/indexsub.asp）上で公開されている（大平 2006）。主管は MPD で

あったものの、実質 PAPs の主導・支援によりドナーへの四半期ごとのアップデート作業の依頼・取り纏

めが行われていたが、2007 年 5 月末よりデータベース管理が正式に MPD に移管された。 
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さらに、JR/MYR の際には、PAMS を中心に各種会合に出席21、報告書作成などの作業

に積極的に参加し、PARPA II の円滑な実施促進の観点から、進捗上の問題点、改善が必要

であると思われる点に関する発言を行った。主なものは日本側のコメントとして

Aide-Mémoire に取り入れられたが、前述のとおり Aide-Mémoire 上で日本の貢献として認

知されているわけではない。なお、EWG、各セクターの動向及び JR/MYR の進捗について

は、毎週実施している TF 定例会22で報告し、ODATF としてしかるべく対策協議を行った。 
また、別途月 1 回開催される DPG 会合に大使もしくは参事官と同席したが、DPG 会合

は単なる情報交換・共有の場としてではなく、ドナー全体の協議の場であるべきで、パリ

宣言に基づき全てのドナーの協議による調和化と連携が促進されるべきとの考えから、

2006 年 11 月の DPG 会合で、DPG 改革に関する協議が行われた際に、三木前大使より日

本の考え及びスタンスに関するご発言があったが、ドナー間では現状維持を望む意見が大

半を占めた。特に DPG メンバーの圧倒的な大多数を占める PAPs23側にその傾向が強くみ

られたが、PAPs としては既に十分に系統立った組織と協議・意思決定メカニズムをもち、

政府との対話のチャネルも有していることからDPG改革の必要性を感じていないものと思

われた。 
このような状況を踏まえ、本会合後、国連、米国と会合の場を設け、問題意識を共有す

るとともに、DPG を本来のドナー全体の協議の場に戻すべく働きかけていく方向で合意し

た。しかしながら、米国は基本的にはバイで対応、国連は中立との立場で反応としてはい

まひとつであり、実際の進捗自体は少なかった。また、その後、DPG 会合では、協議で出

された各種の提案24を踏まえ、共同チェアの世銀・UNRC が DPG 改革案を取り纏め、DPG
内での議論を継続することになったが、non-PAPs の同国での援助方針・活動状況に関する

プレゼンテーションが行われるようになった25ことを除き、特に目立った変化はみられなか

った。 
なお、当初日本はプロジェクト型支援ドナーとしてプロジェクト支援を中心に、援助協

調・援助効果向上の枠組みの下、モザンビークの発展への貢献に努めると同時に、援助効

果向上の一手段としての GBS 実施の可能性も検討していた。同国においては、前述のとお

り PAPs の枠組みが強固で、JR/MYR の政策レベルでの協議への参加は PAPs に限定され

                                                   
21 筆者の任期中において、日本は PAMS を含め、いかなる SWG のチェアも務めていなかったため、厳密

にはセクター・レビューにしか参加できないことになる。しかし、実際にはオープニング・ファイナル会

合はフレキシブルであり、PAFCoG 会合にはエコノミスト（EWG メンバー）も参加となっていたため、

これらの会合には筆者も参加した。 
22 2008 年 5 月以降隔週での実施となった。 
23 DPG はモザンビークに支援を行う全ドナーが参加資格をもつが、実際に G19 以外で積極的な参加がみ

られたのは、日本以下、米国、国連、IMF のみで、ブラジル、南ア、ロシアの出席は時折確認できたが基

本的に発言はなく（ブラジルは 2007 年 10 月に対モザンビーク支援に関するプレゼンテーション実施）、

中国、インドの出席はなかった。 
24 DPG 改善案として、より多くの non-PAPs への DPG 参加の呼びかけ、幅広いアクター（NGO／市民

団体、民間セクター等）の DPG への参加召集、参加ドナーの定期的なプレゼンテーションの実施、DPG
の活動計画作成、会合ミニッツの作成・回覧、開発以外に安全保障、政治等幅広いイシューに関する議論

実施などの意見が出された。 
25 プレゼンテーションを実施したドナーは以下のとおり; 米国（2006 年 12 月）、カナダ（2007 年 3 月）、

日本（2007 年 5 月）、ブラジル（2007 年 10 月）。 
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ており、DPG 改革が難しい中、政策面において PARPA II の実施、ひいては同国の開発支

援促進に向け日本の意見及びスタンスを効果的に反映させるには PAPs への参加が重要か

つ有効ではないかとの考えからである。筆者の経済協力調整員としての赴任に加え、平成

19 年度より新たに貧困削減戦略支援無償が創設されたこともあり、公共財政管理分野での

プロジェクト形成調査を行い、同調査による GBS、セクター財政支援(SBS)・C/F、プロ

ジェクト各々のメリット、デメリットに関する総合的な分析を通して、財政支援実施につ

き、より専門的な見地からの客観的な評価が得られることを期待していた。しかしながら、

本プロジェクト形成調査は不採択となり実施には至らなかった。 
 
2－2 改革第二期：PAPs の影響力拡大（VAT 問題）と米国・国連との連携 

 
上述のとおり、PAPs が開発援助の主流を握る中、GBS 実施による PAPs への参加も視

野に状況改善の取り組みを行っていた矢先、日本として GBS 実施、PAPs 参加を困難にす

る、その考えを根底から揺るがす「付加価値税（VAT）問題」が発生した。 
モザンビークでは、1999 年から法律により 17％の VAT が導入されており、ドナー支援

に対しては一旦全額が支払われ、その後 VAT 分還付という手続きがとられているのである

るが、同国の制度・キャパシティ上の問題から還付作業が追いつかず、莫大な量の未還付

金が積み上がるという事態に発展していたのである26。こうした状況を踏まえ、EWG 主催

による VAT 未還付問題に関するドナー会合が 2007 年 5 月に開催され、VAT 問題及びドナ

ーのスタンスに係る協議が行われた。しかしながら、本会合に先立ち行われたアンケート

調査（19 の PAPs メンバー及び日本対象）では、既に世銀、オランダ、英国等 5 ドナー（PAPs）
がモザンビークで完全にもしくは部分的に免税条項を適用せずに支援を実施しており、6 ド

ナー（PAPs）が同国での免税条項の適用廃止を図りたいとの意向であったことから27、ド

ナーのスタンスに関する協議には至らず（会合時間が限られていたこともある）、スイスが

本会合の結果を踏まえ、VAT 問題に関するイシューペーパーを纏め、免税条項の撤廃につ

き次回の HoCs 会合の議題として取り上げる方向で合意がなされた。 
この決定の背景には、PAPs としては「信託リスク（fiduciary risk）が低い」ということ

でモザンビークにおいて GBS を実施していることから（VAT 還付は発生せず）、その一方

でプロジェクト型支援においてのみ免税条項を適用し、VAT 還付を要求するのはダブルス

                                                   
26 公共事業の契約業者に対する VAT 還付の遅延や未払いが大きな問題となったことから、2005 年 10 月、

政府・PAPs 間で同問題に関する調査実施の合意がなされ、2006 年 6 月及び 8 月、EC 支援によるコンサ

ルタント調査結果に関するワークショップが開催された。同コンサルタントの試算では、1999～2005 年

12 月までに VAT 未還付金は総額約 1.1 億ドルに上っており、政府側の認識（30 万ドル）との間に大きな

開きがみられた。その後、EC 調査のフォローアップとして、JR2006、MYR2006、JR2007 で協議が行わ

れ、本会合開催に繫がった。 
27 具体的には、世銀、オランダ、英国が完全にモザンビークで免税条項を適用しておらず（オーストリア

が輸入税のみ、スペインは NGO 支援にのみ免税条項を適用）、ベルギー、EC、フィンランド、ノルウェ

ー、スウェーデン、スイスが免税条項の適用廃止に前向きで、免税条項撤廃の意向をもたないドナーは、

日本の他に、デンマーク、フランス、ドイツのみであった（アフリカ開銀、イタリア、ポルトガル、カナ

ダ、アイルランドは不明であったが、アイルランドは GBS、C/F 支援のみで、カナダもほとんどプロジェ

クト支援は実施していないとのこと）。 
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タンダードであり、理にかなわないとの PAPs 側の認識がある。結果として、5 月の会合後、

8 月の HoCs 会合での協議により、モザンビーク支援に対する免税条項の適用の廃止及び同

措置による VAT 分を含む所謂 100％支援の実施、つまり VAT 還付を求めない方向で PAPs
内で決定がなされ、MYR2007 において「税金分の支払いがなされた政府へのプロジェクト

支援及び資金援助の割合」が新たに PAPs PAF の指標として加えられることになった（GdM 
e PAPs 2007b, p.3 & Anexo II, p.2）。PAPs として対モザンビーク支援における免税条項適

用の廃止に向けて政府側との間で正式に合意がなされたのである。 
しかしながら、日本としてはあくまで ODA は免税であるべきとのスタンスで、ODA 実

施の理念「自助努力促進」の観点からも VAT は当然相手国政府が負担すべきとしている部

分があり、日本を含むプロジェクト型支援ドナーにはモザンビーク支援における免税条項

適用の廃止は到底受け入れられることではない。よって、HoCs 会合実施直前にスイスより

VAT に関するイシューペーパーが送信されたことを受け、日本としての基本的なスタンス

を説明し、VAT 問題は全ドナーに関わるものであることから、ドナー全体での協議実施を

提言するポジションペーパーを現地レベルと断った上でスイスに送信した（他の EWG メン

バーにもコピー）28。結果的には、PAPs 側の決定を覆すことはできなかったが、その後 DPG
会合において改めて全ドナーでの協議が必要である旨強調し、DPG 会合での協議を提言し

たところ、11 月の DPG 会合で協議が行われることになった。 
そこで、本問題の重要性にも鑑み、本省の了承を取り付けた上でポジションペーパーを

全 DPG メンバーに送信し、併せて、同じスタンスである国連、米国と協議、連携を呼びか

け、DPG 会合においてプロジェクト型支援ドナーとしてのスタンスや考えを明確に述べる

とともに、全ドナーでの協議及び国際的な場でのルールの協議の必要性につきアピールし

た。結果としては、既に PAPs 内ではスタンスが決まっていたところ、DPG 内では特に議

論には発展しなかったが、本部に免税条項適用廃止の可能性につき問い合わせ中とのドナ

ーもいたことから、追って、再度 DPG 会合において協議されることになった。 
さらに、その後、技術協力（TC）のプール化、SWGs の効率性改善、給与改革等全ドナ

ーに関するイシューを PAPs 内で協議・決定、政府側と協議するケースが立て続けに起こっ

た。日本としては各問題につきしかるべく対処を行ったが（コメント、ペーパー作成・送

信等）、PAPs 側、時には政府側にも、あたかも「PAPs の意見･取り組み」=「全ドナーの

意見･取り組み」であるかのような思い込みや誤解が生じることが多々あったという状況に

鑑み、日本として DPG を全ドナーの協議・意思決定、政府との対話の場とすべく、同じく

non-PAPs である米国、国連に対し、共同での取り組みを促す働きかけを強化していった。 
上述のとおり、当初米国の援助協調への関心は低く、バイで対応するとの米国らしい独

立独歩の構えで、国連は中立との立場であったが、新臨時代理大使の着任後、モザンビー

クへの援助額の増加に伴い（2007 年度の米国の援助額は世銀、EU に次いで 23 ドナー中第

3 位。日本は 18 位（表 1 参照））、PAPs が開発援助の主流を握る、特に PAPs が政府との

政策協議において優先的なチャネルを有しているという現状への問題認識から、米国が援

助協調の取り組みに積極的になったことにより状況が大きく変わった。VAT 問題につき、

                                                   
28 5 月の会合開催時には早々にイシューペーパーを作成の上、コメントを依頼するとのことであったが、

スイスよりイシューペーパーの送信があったのは HoCs 会合のわずか 1 日前であった。 
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米国、国連と事前に協議、同様のスタンスで DPG 会合に臨んだのもその一例である。 
また、日本としては、VAT を含む 100％支援は ODA の基本精神からも到底不可能である

ため、以後 GBS の実施、PAPs への参加という選択肢の検討は極めて困難、事実上不可能

となり、そもそも全体の枠組み自体の改善なくして根本的な問題の解決はありえないこと

から、その後の米国、国連との協議を経て、DPG 自体の改革を目指すのではなく、PAPs
主導の開発援助の枠組みをドナー全体での協議・意思決定、及び政府対全ドナーでの協議

を可能とする枠組みへの拡大・改善による包括的な枠組み構築に向け、米国、国連と共に

働きかけを行うという方向への転換を図ることになった。すなわち、当初 DPG 改革により

DPG が全体の枠組みとなることを企図したものの、PAPs が既に EWG－HoCs－HoMs と

機能的かつ組織立った枠組みをもち、JR/MYR による政府との政策チャネルを有している

ため DPG 改革に前向きでないことを踏まえ、PAPs のもつ既存の枠組みそのものを活用・

拡大し、PAPs の枠組み内に DPG の枠組み（全ドナー参加の枠組み）を取り込む方向での

改革実現を目指す方向にシフトしたのである。 
 
2－3 改革第三期：より包括的な枠組み構築へ向けて―CoC 技術グループ設置・協議開始 

 
上述のとおり、米国が援助協調に対し積極的になったことに加え、PAPs が GBS 実施に

係る MoU 改定（現在の MoU は 2009 年 4 月 5 日に失効29）に関する政府との協議を開始

したこともあり、特に 2008 年に入り改革に向けた動きが一気に加速した。 
まず、全ドナーで協議すべきイシューが PAPs のみで協議・決定されてしまうという状況

を事前に食い止め、モザンビークにおけるドナー全体及び政府対全ドナーの協議・意思決

定を可能とする包括的な枠組み構築実現に向けた働きかけを PAPs の枠組み内から行うべ

く、当時の PAPs のチェアであるノルウェーの HoC にレターを発出し、HoCs 会合へのオ

ブザーバー参加の申し入れを行った30。上述のとおり、PAPs の枠組み自体を拡大し、その

中に DPG の枠組みを取り込む可能性を探る意味合いもあったが、その後のノルウェー、ア

イルランド（当時の次期チェア。現チェア31）との協議により、アジェンダにより限定的な

がら HoCs 会合への日本のオブザーバー参加が認められることになった。さらに、JR2008
の第 1 回 PAFCoG 会合において JR2008 の TOR 上の問題点（SWG レベルでは全ドナーが

レビューに参加・貢献しているという点に関する認識・記載が不十分）32を指摘し、その後

                                                   
29 2009 年 3 月 18 日に PAPs19 メンバーと政府との間で「GBS 支援規定のための MoU」が合意された（5
年間有効）（http://www.pap.org.mz/downloads/mde_marco_2009.pdf 参照）。 
30 2007 年末の EWG セミナーでの PAPs の MoU に関する協議において、現行の MoU では HoCs 及び

HoMs レベルへの non-PAPs の参加は制限されていないことが明らかになったため（参加制限があるのは

JSC 及び Troika+会合(GoM & PAPs 2004a, Annex 9））。 
31 2009 年 5 月 28 日にチェア交替が行われた（新チェアはフィンランド、次期チェアは英国）。 
32 より具体的には、JR のセクターレベルのレビューにおいては全ドナーが参加し、SWG の 3 分の１のチ

ェアは non-PAPs であるにも関わらず、JR への WG レベルの参加者として「ドナー（PAPs とオブザーバ

ー）」（GdM e PAPs 2008a, Anexo VIII, p.3）との記載、WG での作業におけるドナー側の代表を「PAPs
のフォーカル・ポイント」が務める（GdM e PAPs 2008a, Anexo VIII, p.18）との記載がみられ、また「オ

ブザーバー」という用語自体明確ではなかった。なお、JR2007 においては、EWG 会合において事前に

ToR に関する協議がなされたが、JR2008 の場合、オープニング会合の 1 日前の夕刻に ToR が送信された

ため事前に ToR に関する問題意識を表明できなかったところ、直接本会合の場においてコメントすること
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正式に PAPs の HoCs レベル、MPD の局長レベルに正式にレターで修正を申し入れたとこ

ろ、日本の問題意識を共有する、次回の中間レビュー（MYR）までにしかるべく修正する

旨 MPD よりレターで回答を得た。 
上記 2 件を契機に、PAPs の MoU 改定作業実施にあたり、non-PAPs の見解を把握した

いとMPD、ノルウェーよりアプローチがあったところ、個別の協議において（前者はUSAID
と合同）モザンビークの援助協調の根本的な問題点―ドナー全体及び政府対全ドナーの協

議・意思決定のメカニズムの欠如―について指摘し、同メカニズム構築の必要性を訴えた。

MPD 側からは、日米の問題意識を共有する、政府内でも PAPs の MoU 改定に向けて全ド

ナーの援助調整メカニズム構築の可能性も検討中である旨述べられ、ノルウェーからは

PAPs内にはMoUと併せて全ドナーの援助協調メカニズムに関するCoCを策定してはどう

かとする意見も少なくないと思われる発言がなされた。 
両協議の結果を受け、日本は米国、国連との協議を重ね、3 者合同での MPD との実務者

レベルの会議及び PAPs との大使級会合の実施、non-PAPs ポジションペーパーの作成・

DPG ドナーへの配布、同じく 3 者合同での外務協力大臣との会合実施等により、ドナー全

体及び政府・全ドナー間の協議の枠組み構築及び同枠組み構築に係る CoC の必要性、CoC
策定作業の早期開始の重要性につき訴えかけを行った。特に、政府側との協議においては、

本件に関する政府のオーナーシップ・リーダーシップの必要性・重要性を強調するととも

に、政府内で協議が進んでいるとされた「援助調整政策（ACP: Aid Coordination Policy）」
の早期策定、ドナー側への提示を期待する旨述べた。 
上記成果もあり、2008 年 6 月企画開発副大臣より DPG チェア（世銀・国連）宛に援助

協調全般に関する CoC 策定のための技術グループの設置を提案する正式レターが発出され

た。同レター発出を踏まえ、7 月の DPG 会合で協議が行われた結果、政府側の提案に基づ

き、DPG チェアである世銀、国連に、PAPs 代表としてスウェーデン、フィンランド、

non-PAPs 代表として米国、日本、多国間機関である EU を加えた計 7 つの国や機関が、ド

ナー側より技術グループのメンバーとして参加することが決定し33、いよいよ政府・ドナー

間で包括的な枠組み構築に向けた本格的な取り組みが開始されることになった。以後、我々

ドナー側代表と MPD、MINEC、MF、モザンビーク中央銀行からなる政府側代表との協議

が CoC 技術グループにおいて継続的に行われた。なお、政府側との協議実施に際しては、

第１回目以降事前にドナーメンバーのみ（開発援助調整（DAC: Development Aid 
Coordination）グループと呼称）の会合をもち、適宜 DAC の上位に位置付けられるレファ

レンス・グループ（世銀、国連、米国、フィンランドの HoMs レベルにより構成）への報

告・協議がなされた。 
CoC 技術グループでは、作業開始にあたり、まず他国、特にモザンビーク同様 GBS が盛

                                                                                                                                                     
になった経緯がある。 
33 日米の non-PAPs 代表としての参加については、事前に中国、インド、エジプト、ブラジル、南ア大使

より承諾を得た。なお、参加メンバーは作業実施にあたり専門・技術的な知見をもち合わせているべきと

され、日本からは筆者が参加した。その後、援助調整メカニズムや今後の方向性に関する情報共有・意見

交換のために、米国、国連、エジプト、ブラジル、南アと non-PAPs 拡大会合を実施したが（中国・イン

ドの参加なし）、エジプト、ブラジルからはドナー間の情報共有、同国への援助推進への積極的な姿勢が示

された（南アはオブザーバーとしての位置付けに満足、ロシアは大使不在につき正式な見解発表はなし）。 
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んで援助協調が進むタンザニア、ガーナ等のアフリカ周辺国の事例分析・協議が行われる

べきとされたところ、DAC グループ内での協議により、筆者がパリ宣言と共同援助戦略

（JAS: Joint Assistance Strategy）、GBS の MoU、援助協調 MoU/CoC、セクターMoU 等

様々な援助の枠組み文書の位置付けや主な特徴の分析を行った。続いて、アフリカ近隣 5
ヶ国（タンザニア、ウガンダ、ガーナ、ケニア、ザンビア）の JAS 及び援助協調 MoU 策

定状況及び概要に関する分析作業を DAC グループで分担して行い34、筆者が取り纏めの上、

技術グループ会合で発表した。同会合での協議結果を踏まえ、CoC の構造については、分

析事例中パリ宣言後に策定されており、 も包括的なケニアのパートナーシップ原則（P/P : 
Partnership Principles）を参照することで合意、MPD、スウェーデン、UNDP、日本のタ

スクフォースによる CoC の章立てに関する協議を経て、CoC 技術グループでの協議により

以下とすることで合意がなされた；１．序文・目的、2．概要、3．方針・コミットメント、

4．援助構造、5．実施（M&E システム）。 
その後、１：コミットメント、2：援助構造、3：モニタリング・評価（M&E）の 3 つの

サブグループに分かれ、政府・ドナーより代表メンバー（各 2 名）が決められ、サブグル

ープでの協議・作業を経て技術グループ内での全体協議が行われた。筆者はサブグループ

１：コミットメント、3：M&E に積極的に参加し、CoC コミットメント一覧表のドナー・

共同コミットメント部分の作成、M＆E の事例としてガーナの活動計画の分析等を行った。 
コミットメントに関しては、MPD、中央銀行、スウェーデン／フィンランドと協議を行

い、MPD 側が政府のコミットメント、筆者がドナー及び政府・ドナーの共同のコミットメ

ント部分を作成し、政府・ドナー別、及び共同でのコミットメントを取り纏めた一覧表案

を作成し、DAC 会合での協議を経て、CoC 技術グループにおいて同案への大筋での合意が

なされた。その後、アクラ HLF においてアクラ活動アジェンダ（AAA）が合意されたこと

から、サブグループでの協議により AAA のポイントを盛り込むべく形で加筆修正作業が行

われた（同じく、MPD が政府のコミットメント部分を、筆者がドナー及び共同コミットメ

ント部分を担当した）。 
援助構造については、サブグループ 2（ドナー代表は米国とフィンランド）により他国の

事例分析（タンザニア、ルワンダ、ベトナム、ザンビア）が行われ、DAC グループでの協

議を経て、CoC 技術グループ会合において政府側からの新たな援助構造案の提示に続き、

主な分析結果につき発表がなされた。事例分析の重要なポイントとして、4 ヶ国では政府・

全ドナー間の対話の枠組みが存在し、定期的に政策協議が行われており（ベトナム、ルワ

ンダではハイレベルの政府側の参加あり）、全ドナーが参加・協議を行うパートナー・グル

ープ（モザンビークの DPG に匹敵。但し、参加レベルは HoMs ではなく HoCs レベル）が

機能している点が挙げられる35。これに対する政府提示案は、non-PAPs の意見を考慮しつ

                                                   
34 世銀がガーナの JAS（G-JAS）、ケニアのパートナーシップ原則（P/P）、UNDP がザンビアの援助協調

MoU、USAID がウガンダの援助協調 MoU、筆者がタンザニアの JAS（JAST）・援助協調 MoU、ガーナ

の援助協調 MoU の分析を担当。なお、5 ヶ国の JAS については、タンザニアの藤原専門調査員の報告書

（2008 年 6 月）の別添として主な特徴を纏めた比較一覧表が作成されていたことから、同表を他 4 公館の

専門調査員の方々に確認・アップデートして頂いた上で、英語の簡約版を筆者が作成した。 
35 ザンビアでは、中国を含む全ドナーの参加により協力パートナー・グループ（CPG）が結成され、毎月

会合が開かれており、政府・全ドナー間で政策レベル会合が毎年実施されている（CG 会合は開催なし）。
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つも、PAPs が援助の大枠を握る現状を改善するものとはなっておらず（基本的な変更点は、

政府・PAPs 間で月 1 回実施される JSC 会合の半分を政府・DPG の代表間での実施とし、

年 4 回政府・PAPs 間で実施される政策協議のうち JR 時に実施される会合を政府・全ドナ

ー間での実施とした 2 点のみ）、PAPs、non-PAPs の別に関わらず DAC メンバー全員が不

十分として否定的であった。 
よって、DAC とレファレンス・グループでの協議の結果、DAC グループ内でドナー側の

援助構造案を作成、レファレンス・グループへの提示の上、全ドナーでの協議を経て CoC
技術グループ内で政府側との協議を行う方向で決定がなされた。全ドナーでの協議は 10 月

後半に実施予定となり、同協議に向けDACグループ内で援助構造案に関する協議が続いた。

協議の結果、政府・全ドナー間で一本の対話のチャネルが設けられ、政府→全ドナー→セ

クターWG が位置付けられる方向で合意がなされたが、PAPs 側は依然として GBS 実施に

際し、別途政府・PAPs 間の政策対話のチャネルを維持する必要があり、JR/MYR の全プロ

セスへの non-PAPs の参加（政策協議へのオブザーバー参加を含む）は認められないとの

立場を崩していないところ、JR/MYR への non-PAPs の関与、また、non-PAPs として別

途政府・non-PAPs 間の政策対話のチャネルを要求するかについては今後さらに協議が必要

である。 
また、M&E については、ガーナの活動計画、ルワンダの PAF の事例分析（前者を筆者、

後者を世銀が担当）が行われ、CoC 技術グループ内での協議の結果、現在の PAF 及び PAPs 
PAF を拡大し、政府・全ドナー用の PAF を策定することになった。なお、ドナーの PAF
については、PAPs、non-PAPs で異なる指標・ターゲットを設けることになり、中国、イ

ンド等の新興ドナーについては、PAF への合意が可能かどうか不明であるところ、政府側

としては今後新興ドナーとのハイレベル協議を行うとのことであった36。また、早期策定が

期待された援助調整政策（ACP）については、依然政府内で協議中とのことで、筆者の離

任までに政府側からドナーに提示されることはなかった。 
今後の作業スケジュールとしては、10 月末のレファレンス・グループ及び全ドナーでの

協議を経て、11 月初旬の CoC 技術グループメンバー＋αのリトリートでさらに協議が行わ

れ、12 月に CoC 第一ドラフト、2009 年 2 月に 終ドラフト作成、3～4 月の JR2009 にて

署名が予定されていた（注：筆者離任前のスケジュールである）37。 

                                                                                                                                                     
タンザニアではモザンビーク同様 DPG が設置され、月１回会合が開催されており、別途政府・ドナーの代

表によるドナー協力フォーラム（DCF）が四半期ごとに開催され、政策協議が行われている。 
36 事前に行われた技術者レベルの政府（MINEC、MPD）・新興ドナー間会合では、インドは全く関心なし、

ブラジル、南アからは援助協調に前向きな姿勢が示され、中国は本部に意向を確認する旨述べたとのこと

である（CoC 技術会合で MPD 側より説明がなされた）。恐らく、新興ドナーの CoC 参加に際しては PAF
への合意は困難であるため、活動計画策定というオプションがより現実的かと思われる。 
37 昨年 11 月の DPG 臨時総会にて援助構造に関する協議が行われたが、政府との合同リトリートは延期さ

れ、JR2009 での CoC への署名は実現しなかった。なお、脚注 29 のとおり、CoC 署名に先んじて PAPs
の MoU 改定が JR2009 中に行われたが、ACP 及び CoC との関係について「一貫性を促進するために必要

に応じて本MoUの修正を行う可能性がある」旨明記されている（GoM ＆ PAPs 2009, Preamble, para. 10, 
p.3）。また、non-PAPs との関係につき、本 MoU 改定版（p.27）では、新たに IMF が「ex-officio（職務)

メンバー」、米国が「associate（準）メンバー」として記載されている（その後、国連も準メンバーとなっ

た）。前者は PAPs の全ての通常会合に参加が可能（投票権なしかつ Troika+のメンバーにはなれない）と

され、後者は、PAPs メンバー同様に PAPs PAF マトリックスによる評価の対象とされるが、Troika+のメ
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第 3 章 PAPs 主導の開発援助の弊害 
 
3－1 包括的な枠組みの不在及び問題視される貧困削減へのインパクト 
 
(1) GBS の枠組みの限界―貧困削減への不十分なフォーカス 

そもそも包括的な枠組みが何故必要かということであるが、第一に日本として政府・全

ドナーによるモザンビークの開発／援助協調に主体的に参画し、日本の援助のスタンス及

び実際の協力事業を周知せしめるとともに、同国の開発に関する協議に日本の意向を反映

させ、政府・全ドナーが協議を行う場において正式な一ドナーメンバーとして座席を確保

することは日本の援助を継続していく上で必要不可欠であり、援助を実施する上での基本

事項として 低限確保されるべきであるという点が挙げられる。 
さらに、これは日本一国だけの問題ではなく、モザンビークの開発援助全体の効率性・

効果、ひいては同国の開発・貧困削減に関わる問題である。モダリティの多様性の尊重、

相互補完的な援助の実施が必要かつ有効であるということは、ローマ宣言、パリ宣言等国

際的な協議の場でも合意の上、認知済である。実際、パリ宣言の指標 11：成果マネジメン

ト、指標 12：相互説明責任においても、政府・全ドナー間で開発成果及び援助効果を計る

枠組みの設置が必要とされているが、モザンビークでは現時点ではどちらも政府・PAPs 間

の枠組みに留まっており、政府・全ドナー間の枠組みには至っていない38。 
すなわち、モザンビークでは現時点で政府・全ドナーによる同国における開発援助及び

同国の開発・貧困削減に関するモニタリング・評価のいずれも行われておらず、開発・貧

困削減に関する政府・全ドナー間の協議が実施されていないということであるが、これは

非常に大きな問題である。特に、モザンビーク政府のリードの下、同国の開発・貧困削減

の現状はどうなっており、どのような課題があるのか、問題解決のためには各セクターに

おいてどのような支援が必要か、及び援助全体における各セクターのバランスがどうある

べきかというマクロレベルの大枠の協議が政府・全ドナー間で実施されるべきであるが、

DPG は政府との対話のチャネルを有しておらず、JR/MYR はセクターレベルのレビューを

除き政府・PAPs 間に限定されている。 
 とりわけ、同国のセクター間の予算配分に大きな影響をもつ BAG/BWG を通じた国家予

算に関する協議が政府・PAPs 間に限定されている39点は大きな問題であった。PAPs は GBS
                                                                                                                                                     
ンバーにはなれず、PAPs の政策レベルの協議には参加できないとされている（GoM & PAPs, 2009, Annex 
9, pp.75-76）。MoU 上では、準メンバー資格の設置は、PAPs と「重要な」non-PAPs との「関係促進」を

目的とするとされているが（Annex 9, p.75）、「PAPs の全レベルの組織・グループに準メンバー及び他の

参加者は招待され得る」（Annex 9, p.55）とされ、準メンバーの特典については「アジェンダにより Troika+
の会合に招待される」（Annex 9, p.62）とある以外、特に明記されておらず、準メンバーと他の non-PAPs
の違いが明瞭ではない。 
38 日本のコメントにより、同国の M&E の枠組みの問題点については、2008 年に実施された OECD/DAC
の第 2 回パリ宣言モニタリング調査の評価報告書に盛り込まれた（OECD/DAC 2008, pp.37-1, 37-16&17
参照）。また、ODI コンサルタントによるドナーへのインタビュー調査（筆者対応）を経て纏められた相互

説明責任に関する報告書においても M&E に関する日本の問題意識が反映されている（Handley 2008 参照）。 
39 BAG/BWG は non-PAPs のオブザーバー参加が可能であり、IMF、UNICEF、日本が参加していたが、

non-PAPs との調和化促進というよりは PRGF、PSI 支援等によりモザンビークのマクロ経済・金融政策

への大きな影響力をもつ IMF との調和化の意味合いが強いものであったと思われる（PAPs の MoU（GoM  
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実施に際し、PAF マトリックスの 2004～2006 年の指標のひとつとして「重点セクターの

国家予算に占める割合は 65％で、うち半分は教育と保健に配分されるべき」とのコンディ

ショナリティを付けていた40（GoM & PAPs 2004b, p.25）。図 8 のとおり、PARPA I＆II
の優先セクターである教育、保健セクターには国家予算が集中的に投入されている。 
 
図 8：PARPA 優先セクター別の国家予算支出内訳（1999～2008 年） 

 
*PARPA 優先セクターであるインフラ開発への支出を 3 つのサブセクターに分割。 
出所：World Bank (WB) 2007, Table 5.1, p.159（1999-2006 年のデータ）；MF 2009, Quadro 13, p.25 & 

Mapa VI（2007-2008 年のデータ）を基に作成。 
 
上述のモザンビークの援助の枠組みに関する問題の も簡単な解決方法は、政府・PAPs

間の JR/MYR の枠組みを政府・全ドナーの枠組みに拡大することであるが、前述のとおり

PAPs 側は同枠組みは GBS 実施のための政府・PAPs の枠組みであり、全プロセスへの

non-PAPs の参加、特に政策協議への参加は、たとえオブザーバー参加であっても認められ

ないとしている。しかしながら、同枠組みは元々GBS 実施のために設置されたものである

が、現在では JR の結果に基づき決定・発表される次年度の援助のコミットメントには GBS
だけでなくセクターC/F 支援も含まれるようになっており、さらにプロジェクト型支援も含

める方向で PAPs 間では話が進んでいる41。よって、JR/MYR を GBS 実施のためだけの枠

                                                                                                                                                     
& PAPs, 2004a）においても、GBS 実施の基本原則のひとつである政府の健全なマクロ経済政策追及の判

断材料のひとつとして IMF プログラムの進捗状況が挙げられており(p.5)、IMF の HoMs 及び HoCs 会合

への参加、EWG と IMF の連携の必要性が明記されている（Annex 9））。なお、日本の BAG/BWG 担当は

当初 JICA の公共財政管理企画調査員となっていたが、同企画調査員離任後（2008 年 1 月）筆者が同会合

に参加するようになった。 
40 PARPA 内に優先セクターへの予算配分に関する一覧表はあるが、具体的なモニタリング・マトリック

スの指標・ターゲットには含まれていなかった（GoM 2001, Operational Matrix, p.14）。なお、PARPA
において 2004 年、2005 年の優先セクター（教育、保健セクター）の予算の割合は各々66.7％（20.2％、

13.3％）、64.5％（19.7％、13.3％）と設定されていた（GoM 2001, p.124）。 
41 筆者離任前の PAPs の MoU 改定案では、GBS だけでなくセクター支援も対象とされ、援助のコミット
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組みとする議論は既に成り立たない形となっているのである。 
つまりは、JR/MYR が GBS だけではなく、セクターC/F 支援、プロジェクト型支援を含

む PAPs の全支援実施のための枠組みへと変化／移行しつつあるわけであるが、PAPs だけ

でモザンビークの全援助がカバーされているというわけではない。既に述べたように事実

上全ドナーが JR/MYR に参加し、応分の貢献をする中で、non-PAPs は引き続き実務者レ

ベルの作業・協議への参加のみで、政策協議には参加できず、Aide-Mémoire においても

non-PAPs の貢献が認知されないとすれば、それは PAPs 側にとってあまりにも都合のよい

話である。そもそも PAPs 側は JR/MYR の実施にあたり non-PAPs に依存しており、現実

問題としてセクターWG のチェアの 3 分の 1 は non-PAPs であり、5 つのピラーのうち 2
つのピラーのリーダーは non-PAPs であるため（脚注 9・18 参照）、non-PAPs の参加なし

には JR/MYR は成り立たないという状況なのである。 
さらに、GBS のみでは自ずと限界があり、PAPs が GBS を 重要視することから当国の

開発を考える上で処々の問題が生じている。これまでの JR/MYR のレビュー結果では42、

マクロレベルの高い経済成長（7～8％）、公共財政管理の改善、MTEF 導入・強化、予算執

行報告書の包括性・構造の向上、e-SISTAFE（オンラインの予算執行システム）ロールア

ウト及び国家予算の透明性向上・管理強化、国税庁の設立、新調達法の履行などの改善が

みられており、特に公共財政管理分野における GBS 及び PAPs の取り組みの成果43は大き

いと思われるが、その一方で汚職問題・地方分権化・司法改革の遅れ等ガバナンス分野で

の問題が目立ち、HIV/AIDS 感染者の拡大、院内妊産婦死亡率の増加、慢性の栄養不良／

失調児の増加など人的資本分野での問題、農業・農村開発の遅れ等経済開発分野の問題も

みられる。特に経済成長が進む中での貧富の差、格差拡大、 貧困層の脆弱性の高さが問

題とされており（GdM e PAPs, 2008a, pp.2, 12）、石油・食糧価格の高騰によるシャパ（ミ

ニバス）料金の値上げは 2008 年 2 月首都マプート及び地方都市での市民暴動に発展してい

る。 
筆者自身の 2 年間の経験、主に GBS の実務者グループである EWG 会合へのオブザーバ

ー参加、及び貧困分析モニタリングに特化した PAMS 会合への正式メンバー参加を通じ、

JR/MYR のレビュー・プロセスに携わった感想・印象としては、PAPs による支援において

は、特に GBS 実施の観点からマクロ経済成長、公共財政・予算管理の向上に主眼が置かれ

                                                                                                                                                     
メントもプロジェクトを含む形での実施が提案されていた。 終的には GBS のみを対象とする形で政府と

の合意がなされたが（脚注 29 参照）、援助のコミットメントについてはセクター支援を含む旨明記されて

おり（GoM & PAPs 2009, Annex 11, p. 79, Annex 12, p.81）、プロジェクト型支援については、GBS、セ

クター支援と併せ、四半期ごとに ODAMoz データベース上の情報のアップデート作業を行い、毎年 2 月

末までに「可能な限り」今後 3 年間の援助の見込み額を ODAMoz データベース上に入力し、各年度末に

「可能な限り」政府への次年度の拠出額・スケジュールの通知を行う旨盛り込まれた（GoM & PAPs 2009, 
Annex 3, pp.32-33）。さらに、JR2009 で 2010 年度の援助のコミットメントにプロジェクト型支援（イン

ディカティブ）も含む方向で政府・PAPs 間で合意がなされた（MPD 2009, スライド 4 参照）。2010 年度

の援助のコミットメント額（2009 年 5 月 28 日発表）は以下のとおり: GBS－471.8、セクターC/F－334.9
（http://www.pap.org.mz/jr_09.htm 参照）、プロジェクト－511.8*（単位：百万ドル）（*ODAMoz データ

ベース（http://www.odamoz.org.mz/reports/rpt_own.asp）上のデータを基に算出（調査・技術支援を含

む））。 
42 JR2004～MYR2008 の Aide-Mémoire を参照した（http://www.pap.org.mz/）。 
43 第 1 章 1－1 のとおり、PAPs は EWG の各サブグループを通じて適宜技術支援及び C/F 支援実施。 
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ており、GBS 実施の究極的な目標である貧困削減へのフォーカスが不十分であったと言わ

ざるを得ない。経済成長と貧困削減の関係・リンクに関する意識が希薄もしくは視点が弱

く、EWG と PAMS とのリンクも極めて弱かった44。 
EWG・PAMS 間のリンクの問題に関しては、筆者のコメント及び改善の訴えの甲斐もあ

ってか、JR2008 以降 PAMS への PAPs メンバー拡大、EWG・PAMS 間のリンク改善、PAPs
の貧困問題への意識向上に繫がった。また、PAMS での JR/MYR への貢献を通じて

Aide-Mémoire に盛り込まれた項目もあり45、PAMS の指標への質的要素の盛り込みによる

改善も長きに渡るコメント実施による働きかけを通じて実現された46。PAMS の指標改善に

ついては、PAMS と担当省庁である MPD との間では JR2007 で合意していたにも関わら

ず、PAPs側の介入によりMYR2008において承認されるまでに実に約 1年半を要している。

また、院内妊産婦死亡率の増加についても筆者のコメントにより JR2007 の Aide-Mémoire
に盛り込まれた経緯がある47。  

 
(2) 貧困削減の現状―経済的貧困と不平等 

 
モザンビークの実際の貧困状況について見ると48、貧困率（Poverty Headcount）49は、

1996/97～2002/03 年で 69.4→54.1％（1,120 万人→約 1,000 万人）に大きく減少し、貧困

ギャップ指数、二乗貧困ギャップ指数も各々29.3→20.5％、15.6→10.3％に減少している（表

2 及び図 9 参照）。 
経済成長と貧困削減の関係につき分析を行った世銀（WB）（2005）は、1992～2003 年

の年率 8％の高い GDP 成長・民間消費増、経済成長が「pro-poor」50であった点を貧困削

                                                   
44 PAPs は各 SWG とのリンクを強化すべく、EWG 内に各セクターとのリエゾン役的フォーカル・ポイ

ントを設けていたが、PAMS については筆者が同グループに参加し、EWG 会合の場で度々コメントする

（他のメンバーの関心は低かった）こともあり、EWG のオブザーバーである筆者が担当していたほどであ

る。 
45 但し、前述のとおり、これらは Aide- Mémoire 上、日本の貢献としては認知されていない。 
46 PAMS の指標は「州レベルの貧困オブザーバトリー会合（OPP）が実施された州の数」となっており、

会合開催に至るまでの準備状況、会合の状況、会合後のフォロー状況等質的な面につき全くカバーされて

いなかったが、MPD により開発オブザーバトリー（OD）指針が作成され（「貧困オブザーバトリー」より

「開発オブザーバトリー」に改称）、OD に関する諸条件が同指針によって詳細かつ具体的に規定されたこ

とから、「OD ガイドで定義された実施規準に基づいて州レベルの開発オブザーバトリー（ODP）が実施さ

れた州の数」という風に修正された。 
47 保健省による原因究明のための調査も開始されたとのことで、同調査実施と併せて JR2007 の Aide- 
Mémoire に院内妊産婦死亡率の増加に関する記載がなされた（GdM e PAPs 2007a, p.14）。 
48 モザンビークにおける貧困分析・モニタリングの担当省庁は MPD であり、貧困の多面的な要素を捉え

るべく定量調査及び定性調査を相互補完的に実施している。定量調査としては、国家統計院（INE）との

協力により実施される「家計所得と支出調査（IAF）」、「幸福の基礎指標に関するアンケート調査（QUIBB）」、

保健省との連携による「保健人口統計調査（IDS）」の 3 つがあり、IAF と IDS は 5 年ごとに 1 回、QUIBB
は 2 年ごとに 1 回の割合で実施される（GoM 2006）。 
49 IAF 結果に基づき、一人当たり一日に摂取が必要なカロリー分（2,150 カロリー）の食糧購入の支出及

び食糧以外の基礎的なニーズ充足品購入の支出を基にした消費ベース方法により貧困ラインが算出されて

おり、貧困ライン以下の人々の割合（％）を算出する「貧困者比率（Poverty Headcount）」と併せて、貧

困の深度を測定する「貧困ギャップ指数（Poverty Gap Index）」、貧困者間の不平等を測定する「二乗貧困

ギャップ指数（Squared Poverty Gap Index）」が活用されている（GoM 2006, pp.9-10）。 
50 「貧困ライン以下の人々の個人消費の平均成長率」との定義に基づいており、計測値は年間 3.9％であ
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減の主な要因として挙げている（p.xv）。より具体的には、農業生産高の増加（利用農地の

拡大と農業生産性の改善・向上）及び農業以外の生産活動実施51による農村での消費・所得

の増加、とりわけ都市部でのサービスセクターにおける雇用の拡大による所得の増加、貧

困削減のための政府の公共支出及びドナー支援による教育、保健、水衛生へのアクセス改

善、道路網の整備・管理52を通じた雇用創出、交通アクセスの改善、及び農業普及・輸出用

作物の生産性向上支援が特に重要であったとしている（WB 2005, pp.xiv～xvi）。 
 

表 2：1996/97～2002/03 年の貧困率一覧表 

  貧困率 貧困ギャップ指数 二乗貧困ギャップ指数 ジニ係数 

  1996/97 2002/03 増減 1996/97 2002/03 増減 1996/97 2002/03 増減 1996/97 2002/03 ％変化

全国 69.4 54.1 -15.3 29.3 20.5 -8.8 15.6 10.3 -5.3 0.40  0.42 2.5 

地域                         

都市 62 51.5 -10.5 26.7 19.7 -7.0 14.6 9.6 -5.0  0.47 0.48 2.1 

農村 71.3 55.3 -16.0  29.9 20.9 -9.0 15.9 10.7 -5.2 0.37 0.37 0 

州                      

北部 66.3 55.3 -11.0  26.6 19.5 -7.1 13.9 8.9 -5.0  0.38 0.39 2.6 

ニアサ 70.6 52.1 -18.5 30.1 15.8 -14.3 16.1 6.7 -9.4 0.35 0.36 2.9 

カーボデルガード 57.4 63.2 5.8 19.8 21.6 1.8 9.1 9.5 0.4 0.37 0.44 18.9 

ナンプラ 68.9 52.6 -16.3 28.6 19.5 -9.1 15.3 9.3 -6.0  0.39 0.36 -7.7 

中部 73.8 45.5 -28.3 32.7 16 -16.7 18 7.9 -10.1 0.37 0.39 5.4 

ザンベジア 68.1 44.6 -23.5 26 14 -12.0 12.3 6.1 -6.2 0.32 0.35 9.4 

テテ 82.3 59.8 -22.5 39 26.3 -12.7 22.5 15.3 -7.2 0.35 0.40 14.3 

マニカ 62.6 43.6 -19.0  24.2 16.8 -7.4 11.7 9.2 -2.5 0.41 0.40 -2.4 

ソファラ 87.9 36.1 -51.8 49.2 10.7 -38.5 32.1 4.3 -27.8 0.40  0.43 7.5 

南部 65.8 66.5 0.7 26.8 29.1 2.3 13.9 16 2.1 0.43 0.47 9.3 

イニャンバネ 82.6 80.7 -1.9 38.6 42.2 3.6 21.4 26 4.6 0.38 0.44 15.8 

ガザ 64.6 60.1 -4.5 23 20.6 -2.4 10.9 9.3 -1.6 0.38 0.41 7.9 

マプート州 65.6 69.3 3.7 27.8 31.1 3.3 14.7 17.2 2.5 0.42 0.43 2.4 

マプート市 47.8 53.6 5.8 16.5 20.9 4.4 7.7 10.3 2.6 0.44 0.52 18.2 

注： 1996/97～2002/03 年で貧困率またはジニ係数の増加がみられる部分。 
出所：MPF, et al. 2004, Table 7＆8, pp.40-41; GoM 2006, Table 7, p.28. 
 
                                                                                                                                                     
ることから経済成長は「pro-poor」であったとの結論であるが（p.xv）、同数値は全体の平均成長率（4.6％）、

成長率中間値（4.1％）よりも低いことから、「不平等の拡大」がみられるとしている（p.32）。 
51 WB（2007）でさらに詳細な分析がなされており、具体事例として、天然資源の採取・活用（釣り、籐

作り、木炭の製造、薪拾い等）、製造・サービス（大工、ブロック製造、仕立屋等）、小売り販売（飲料水、

食糧・非食糧品等の販売）などが挙げられている（p.133）。 
52 1992～2003 年で路面状態が「良好（good）」または「比較的良い（fair）」とされる分類道路網（classified 
network）の割合が 10→70％に増加し、通行不能とされた道路の割合が 50→5％に減少した（WB 2005, 
pp.xvi, 20）。 
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図 9：2002/03 年の総人口及び貧困比率53 

 
出所: MPF, et al. 2004, Table 7, p.40; UNDP 2006b, Anexos Estatísticos, Quadro 29 のデータを基に作成。 

 
1996/97～2002/03 年の大幅な貧困削減を踏まえ、PARPA II において 2009 年までに貧困

率を 45％に削減することが目標とされているが54、貧困削減状況に関しては都市と農村、

地域・州内で大きなバラつきがみられる（MPF, et al. 2004; GoM 2006）。表 2 のとおり、

ほとんどの州で貧困率が減少しているが、カーボデルガード州、マプート州及びマプート

市では逆に貧困率が増加しており55、1996/97 年には も貧困率の高いソファラ州と も貧

困率の低いマプート市の貧困率の差は約 40 ポイントであったが、2002/03 年には も貧困

率の高いイニャンバネ州と も低いソファラ州ではその差は約 45 ポイントとなっており、

貧困率の州間格差拡大がみられる56。 

                                                   
53 モザンビークでの人口統計調査は 10 年に 1 回の実施となっており、近年では 1997 年、2007 年に実施

されている。1997 年の統計結果に基づく INE の見積もりによると、2006 年の時点で、人口は 1990 万人

に上り、農村人口は全体の 69％を占め、年齢別では、総人口の半分の 1000 万人は子供（0～14 才）とな

っている（UNICEF 2006, p.38）。 新の 2007 年の人口統計結果に基づく農村と都市の人口、年齢別の人

口動態については、まだウェブサイト（http://www.ine.gov.mz/）上で情報が公開されていない。（2009 年

6 月現在） 
54 PARPA II では貧困は「個人、家族、コミュニティ住民が、社会の基本水準による 低限の基礎的な条

件にアクセスする能力、かつ／または、機会をもたないことから生じる不可能性（impossibilidade/ 
impossibility）」（GdM 2006, p.8 ; GoM 2006, p.8）という風に定義されている。「個人の能力の欠乏

（incapacidade/inability）」にあるとされた PARPA I よりも定義が広がっているが、「不可能性」という言

葉が具体的に何を示すかについては明らかにされていない。なお、同定義につき JBIC 作成「貧困プロフ

ァイル」（2007）では誤訳がみられる（p.1）。また、同書ではモザンビークの貧困に関する詳細な分析・記

載がなされているが、同国の援助協調については現状把握・分析が不十分であると思われる記述がみられ

る。 
55 MPF, et al.（2004）は、カーボデルガード州での貧困率の増加は世帯調査のサンプリング・エラー、マ

プート市・州での増加は南アの通貨ランドとの換算レートの影響によるもの（物価高）としている。 
56 ソファラ州で も大きな貧困率削減がみられた原因として、1996/97 年のインタビュー時期が洪水、主

要消費品目のメイズの価格高騰の時期に重なったため、1996/97年の貧困率が過度に高く算出されたこと、

同州が内戦の多大な影響を受けたことが挙げられている（MPF, et al. 2004）。なお、同国市民団体国家フ
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モザンビークの格差拡大については、国全体のジニ係数が 1996/97～2002/03 年で 0.4→
0.42 に増加している（GoM 2006, p.27）ことからも確認できる。都市と農村では、都市部

のジニ係数が農村部よりも高く、地域別では特にマプート市で大きな増加がみられること

から、南部で も高くなっている（表 2 参照）。また、貧困率の場合と違い、ナンプラ、マ

ニカの 2 州を除く全州でジニ係数の増加がみられ、特にカーボデルガード、テテ、イニャ

ンバネの 3 州及びマプート市で 10％以上と大きく増加しており、ジニ係数の地域間格差も

0.12→0.1757に拡大している（表 2 参照）。なお、Fox, et al.（2005）、WB（2005）は、1996/97
～2002/03 年で同国全体のジニ係数は 0.38→0.40 に増加した（p.13, p.35）としており、

UNDP（2006a; 2007）は 1996/97～2002/03 年でジニ係数は 39.6→47.358に大きく増加し

た（p.338, p.284）とされているなど、データ源により違いがみられるが59、特に UNDP の

データでは 1996/97～2002/03 年で同国内での明らかな不平等・格差拡大を示す統計的にも

有意なジニ係数の増加が確認できる。 
なお、UNDP（2006a; 2007）のデータでは、1996/97 年に、 上層（ 富裕層）10％が

全体の所得／支出の 31.7％を占め、 下層（ 貧困層）10％が全体の所得／支出の 2.5％を

占めていたが、2002/3 年には、 上層 10％が全体の所得／支出に占めるシェアは 39.4％に

増加し、 下層 10％の全体の所得／支出に占めるシェアは 2.1％に減少し、両者の格差は

13→19 倍に拡大している（p.338, p.284）。 
また、Fox, et al.（2005）、WB（2005）は、1996/97～2002/03 年の経済成長と貧困削減

の関係につき分析を行っているが、同分析によると、貧困削減に寄与する成長率（“rate of 
pro-poor growth”）を示す貧困層の消費平均成長率は、全体の消費平均成長率 4.6％、成長

率中間値（median）4.1％よりも低い 3.9％であり、「不平等の拡大を示す」との結果が出て

いる（p.16, p.32）。すなわち、同国の経済成長の恩恵が階層／所得層間で等しく分配されて

いないということである。さらに、WB（2007）は、1996/97～2002/03 年の全体の貧困削

減率（15.3％）と平均消費成長率（16.9％）より全体の不平等の変化率（1.3％ポイント）

を算出し、ほぼ変化なしとしているが、同じく都市と農村60の不平等の変化率を算出（3.7
ポイント、－0.6 ポイント）、都市における不平等率の増加を指摘し、都市の不平等率増加

により「都市における成長の貧困削減効果が減少した」と分析している（p.63, p.93）。 
なお、2002/03 年以降の状況については、旧農業・農村開発省（MADER）、現在の農業

                                                                                                                                                     
ォーラム G20 の前代表（エドワルド・モンドラーネ大学教授）は「意図的に富裕地域を調査対象に含めた

政府の情報操作によるもの」との見解を示している（大平 2006, p.13）。 
57 1996/97～2002/03 年で もジニ係数が低いのはザンベジア州（0.32→0.35）で、 もジニ係数が高いの

はマプート市。 
58 GoM（2006）、Fox, et al.（2005）、WB（2005）の場合（0～1）と違い、0（完全な平等）～100（完

全な不平等）のスケールで示されている。 
59 同じく、Fox, et al.（2005, pp.13-14）、WB（2005, p.35）では、サブサハラ域内の 13 ヶ国（モザンビ

ーク、モーリタニア、マリ、ガーナ、ウガンダ、ケニア、コートジボアール、カメルーン、マダガスカル、

ブルキナファソ、エチオピア、ナイジェリア、ザンビア）において、モザンビークの格差・不平等は も

低くなっている（13 ヶ国中 13 位）とされているが（各国データの対象年度は同じではなく 1996 年～2002
年まで幅がある）、UNDP の HDR2007/2008（2007）で同じ 13 ヶ国のデータを比較すると（対象年度は

ほぼ一致）（pp.283-4）、モザンビークはザンビア（50.8（2004 年））、マダガスカル（47.5（2001 年））に

次いで 3 番目に格差・不平等が高いと位置付けられており、両者間のデータには大きな違いがみられる。 
60 ここでの都市と農村の定義は 2002/03 年の定義に基づくものである。 
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省（MINAG）による農業統計調査（TIA）の 2002 年、2005 年のデータ（TIA2002・2005）
により（Hanlon 2007a; 2007b; 2008; Hanlon e Smart 2008; Pitro & Mlay 2007）、2002
～2005 年で農村全体の所得の平均値は 18.8％増加しているものの中間値は全体で 3.3％減

少、具体的には、中間値は第 1～3 分位まで各々27％、14％、4％減少し、逆に第 4、第 5
分位では各々11％、21％増加しており（Mlay, et al. 2006, Table2, スライド 4）、2002～2005
年の農村での所得増は「pro-poor ではなかった」（WB 2007, p.112）ことが明らかにされて

いる。 
また、2002～2005 年で、農村貧困率は 69.9→66.8％に削減されているが、貧困の動態変

化についてみると（Hanlon 2007a; 2007b; 2008; Hanlon e Smart 2008; Pitro & Mlay 
2007; WB 2007）、2002 年に非貧困層に区分された人々（約 3 割）のうち、2005 年も変わ

らず非貧困層の位置にあり安定した生活を保っているのはわずか 15％に過ぎず、2002 年の

貧困層（約 7 割）の 4 分の 3 以上（52％）が 2005 年においても同じく貧困層に留まると

いう貧困状況の深刻化がみられ、残りの 35％はその中間に位置するものの極めて流動的で

外部要因や状況の変化の影響を受け易いという不安定な状況にあることが明らかとなって

いる。TIA2002・2005 のデータを踏まえ、2003 年までの目覚しい経済成長と貧困削減につ

き「広範囲かつ労働集約型の民間セクターの成長は平等に分配されたため貧困削減に効果

的であった」と賞賛した WB（2007, p.2）も、農業セクターは、1996～2002 年までは貧困

層の所得向上に貢献したが、2002～2005 年には農村部で不平等の増加により貧困の慢性化

がみられるとし（p.113）、2003 年以降の貧困削減の進捗に疑念を呈している。 
 
(3) 貧困の非経済的側面―人間開発状況 
 
 貧困の非経済的側面については61、1996/97～2002/03年及び2002/03年以降においても、

特に学校、保健医療・衛生施設等公共サービスの充足度の観点から首都マプートの位置す

る南部が も進んでおり、初等教育の修了率、成人識字率等南部で高い教育レベルが確認

され、中北部では特に安全な水、衛生施設へのアクセス・予防接種の普及率が低く、乳児・

5 歳未満死亡率、妊産婦死亡率、栄養失調児の割合が高いなど依然として著しい地域間格差

がみられる。消費ベース方法に基づく経済的貧困に関しては、1996/97～2002/03 年で南部

で貧困問題が深刻化するのに対し、中部、北部で貧困削減が進んでいる状況が確認された

が、非経済的貧困に関しては、比較的恵まれた南部と貧しい中北部という異なる構図がみ

られることが明らかとなっている。また、都市と農村の比較では、依然として農村部の状

況が深刻である。 
なお、1996/97～2002/03 年で消費ベースで 15.3％（69.4→54.1％）という大きな貧困削

減を達成している一方で、5 歳未満の慢性の栄養失調児の割合が 2006 年のデータで 41.5％
と依然として高レベルにあるのは何故か―Fox, et al.（2005）、UNICEF（2006）、WB（2005 ; 

                                                   
61 主に、GoM 2006; INE 2004; INE, et al. 2005; UNDP 2009; UNICEF 2006; WB 2007 を参照した。詳

細は拙論をご覧頂きたい。 
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2007）、Hanlon（2007a; 2007b; 2008）、Hanlon e Smart（2008）は、同状況を「nutritional 
paradox」として一様に疑問を提示している。長年モザンビークの調査研究を行っている

Hanlon（2007a; 2007b; 2008）、Hanlon e Smart（2008）は、5 歳未満の慢性の栄養失調

児の割合が変わらずに高レベルにあるのはモザンビークの貧困が増加しているからに他な

らないとし、1996/97～2002/03 年の貧困削減率が過剰に見積もられているとする異なる説

を展開している。具体的には、1996/97 年と 2002/03 年の貧困ラインの算出方法が異なって

おり、2002/03 年の貧困ラインが 1996/97 年よりも低く設定されたため、貧困削減率が実際

よりも高く見積もられており、1996/97 年の算出方法に基づく貧困削減率「69→63％」の

方がより現実に近いと分析し、政府・ドナーは 2002/03 年の貧困率の算出方法に疑義を唱

えず（アフリカ支援の成功事例、援助効果アピールに効果的との考えにより）こぞって高

い貧困削減率を賞賛しているとの批判的な見方をしている。さらに、Hanlon e Smart
（2008）は、内戦後と現在の状況を比較し、開発が十分であったのか、実際に援助を必要

とする人々に行き届いていないのではないかとの疑問を投げかけ、社会セクターに重点を

置く戦後のドナー支援のあり方に疑念を呈し、モザンビーク政府のオーナーシップの重要

性を説き、援助依存脱却のためにも生産セクター、特に農業分野への支援を重視した新た

な援助のあり方を提言している。 
1996/97～2002/03 年の貧困率削減を巡っては、Hanlon と MPD の Arndt との間で一時

（2007 年末）論争となったが、両氏の提示データ及び既存データに不足する部分もあると

ころ、真相解明には貧困率算出の際のデータの全面的な開示による分析が必要かと思われ

る。いずれにしても、現在実施中の第 3 回目の IAF で貧困削減の現状につき明らかにされ

るものと思われるが、貧困の定義も含め、今後の更なる議論・検証を期待したい。また、

現在の PAPs 主導によるモザンビークの開発援助の枠組みそのものの改善及び枠組み改善

による同国への開発援助のあり方の再検討・検証も必要ではないか。 
 なお、UNDP の「HDR2007/2008」（2007）では、モザンビークの HDI は 0.384（2005
年の数値）で、177 ヶ国中 172 位となっており（p.232）、近年の経済成長及び貧困削減が

あまり反映されていない形となっている。1980～2005 年の過去 25 年間で HDI の伸びはわ

ずか 0.08 ポイントに留まっており、モザンビークの数値は南部アフリカ域内においても

も低いままである（UNDP 2007, Table 2, pp.236-237）。近年の成長にも関わらず同国の数

値が低いのは 4 つの指標による総合分析となっているためであるが、実際一人当たりの

GDP（PPP）レベルでは、HDI による順位よりも高い 156 位に位置付けられるべきところ

（UNDP 2007, p.232）、著しい成人識字率の低さ、平均余命の短さにより、総合順位が低

くなっている。 

また、その他の人間開発に関する指標では、2004 年のモザンビークの安全な水・衛生へ

のアクセス、2002/04 年の栄養失調人口の指数は 43％、32％、44％であるが、LLDC（サ

ブサハラアフリカ）の平均は 59（55）％、37（37）％、35（32）％となっており（UNDP 
2007, p.254）、MDG の重要な指標でもある主要な保健指標の悪さが LLDC 及びサブサハラ

アフリカ域内でも際立っていることが分かる。なお、UNDP の「HDR2007/2008」（2007）
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では、モザンビークの GDI は 0.373（2005 年の数値）62で、157 ヶ国中 152 位63となって

おり、HDI による順位よりも 2 位低く（p.329）、世界的にもジェンダー格差（特に女性の

平均寿命の短さ、識字率の低さ及び男女間格差の大きさ）が問題であり、格差是正に向け

た取り組みが急務であることが明らかになっている。 
また、MDGs の達成状況に関しては、UNDP の支援により 2002 年よりほぼ 3 年間隔で

モニタリング評価報告書が作成・公表されているが、 新の 2008 年度版（2009, p.3）では、

「ゴール 2：初等教育の完全普及の達成、ゴール 3：ジェンダー平等推進を除く 5 つのゴー

ルにおいて「達成の可能性がある（potential）」、もしくは「達成の可能性が高い（likely）」
とされており、2002 年の状況より改善がみられる。しかしながら、さらに詳しくみると、

ゴール 2・3 のターゲット以外にも、ターゲット 5B：リプロダクティブヘルス、6C：マラ

リアとその他の疾病、7A：持続可能な開発政策、7C：生物多様性が「達成の可能性が低い

（unlikely）」となっており、「達成の可能性あり」もしくは「達成の可能性が高い」とされ

ているターゲットにおいても指標の悪化、もしくはデータの不足、目標値自体の未設定64に

より、モニタリングが実施されていないものもみられるところ（表 3 参照）、留意すべきで

ある。 

                                                   
62 モザンビーク版 HDI 算出の場合と指標 3 つは同じであるが、4 つ目の指標が一人当たりの実質 GDP
（PPP）ではなく、所得見込み額（PPP）となっている（p.329）。 
63 HDI 対象の 177 ヶ国中 20 ヶ国はデータ不足により、GDI の算出ができない状況となっている。 
64 7 ゴール、15 ターゲットに対する全 43 指標中で目標値が設定されているのはわずか 11 指標である

（UNDP 2009, p.10 参照）。 
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表 3：モザンビークの MDGs の主要ターゲットの進捗状況一覧表 

目標とターゲット 指標 現状 
2015 年

目標値

達成 

可能性

ゴール 1：極度の貧困と飢餓の撲滅  

ターゲット 1A：1990～2015 年で 1 日 1 ド

ル未満で生活する人口の割合を半減。 

1.1．国家貧困ライン以下の人々の

割合／1 日 1 ドル（PPP）未満で生

活する人口の割合 

69.4→54.１％に削減／81.3％（1996/97 年）→

74.1％（2002/03 年）に削減。 

40% 
可能性

あり 

ターゲット 1C：1990～2015 年で飢餓に苦

しむ人口の割合を半減。 

1.8．5 歳未満の低体重児の割合 26％（2001 年）→23.7％に減少。しかし、2006

年に 25.5％に増加。 

17% 
可能性高

ゴール 2：初等教育の完全普及の達成  

ターゲット 2A：2015 年までに、全ての子

どもが男女の区別なく初等教育の全課

程を修了できるようにする。 

2.1．初等教育における純就学率 52.4％（1999 年）→76％（2006 年）に増加。初

等教育修了率（MDG 合意年次のターゲット）

は 22→38.7％に増加。2007 年時点で 72.6％。 

100% 

可能性低

ゴール 3：ジェンダー平等推進と女性のエンパワーメント  

3.1．初等・中等・高等教育におけ

る男子生徒に対する女子生徒の

比率 

初等（EP1）レベルは 0.71→0.83 に増加。2008

年時で 0.9。中等、高等レベルでは各々0.72

（2006 年）、0.49（2005 年）。 

1.0  ターゲット 3A：可能な限り 2005 年まで

に、初等・中等教育における男女格差を

解消し、2015 年までに全ての教育レベル

における男女格差を解消する。 3.3．国会における女性議員の割

合 

28→35.6％（2005 年）に増加。2008 年時で

37.2％。 

50% 

可能性低

ゴール 4：乳幼児死亡率の削減  

4.1．5 歳児未満の死亡率 219→178/1000 人に減少。 108 

4.2．乳児死亡率 147→127/1000 人に減少。   

ターゲット 4A：2015 年までに 5 歳児未満

の死亡率を 1990 年の水準の 3/1 に削

減。 4.3．はしかの予防接種を受けた 

1 歳児の割合 

57.5→76.7％に増加。 95% 

可能性

あり 

ゴール 5：妊産婦の健康の改善 

ターゲット 5A：2015 年までに妊産婦の死

亡率を 1990 年の水準の 4/1 に削減。 

5.1．妊産婦死亡率 1000（1990 年代初頭の見積もり）→408/10 万

人に減少（UNDP（2007）のデータでは 520/10

万人（2005 年）） 。 

250 
可能性

あり 

ゴール 6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止 

ターゲット 6A：HIV/エイズの蔓延を 2015

年までに食い止め、その後減少させる。 

6.1．15～24 歳の HIV 感染率 15～49 歳の感染率は 8.2％（1998 年）→

16.2％（2004 年）に増加。2007 年時で 16％。 

 
可能性高

ゴール 7：環境の持続可能性確保  

30．浄化された水源を継続して利

用できる人口の割合 

15.3％（1996/97 年）→35.7％（2002/03 年）に

増加。2004/05 年時で 36％。 

70% ターゲット 7C：2015 年までに、安全な飲

料水及び衛生施設を継続的に利用でき

ない人々の割合を半減。 31．改善された衛生施設を利用で

きる人口の割合 

42.5％（1996/97 年）→45.3％（2002/03 年）に

増加。2004/05 年時で 46％。2002/03～

2004/05 年で都市では 72.7→78%に増加、農

村では 33.7→32%に減少。 

80%：都

50%：農

可能性

あり 

注：現状部分のデータは特に年数の記載がない限り、1997→2003 年のデータである。 
出 所 ： UNDP 2009, p.3, p.10; 国 連 の MDG 指 標 に 関 す る 公 式 サ イ ト

（http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx）上のモザンビーク国のデータ; UNDP 2006a, Table 15, 
p.338; UNICEF 2006, pp.113-114, 図 24 のデータを基に作成。なお、MDGs のターゲット・指標に

ついては、国連 MDGs 指標公式サイト上の公式リスト、外務省及び UNDP 東京事務所の MDGｓに

関するサイトを参照。 
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(4) 貧困に関する人々の意識の変化 
 
以上のように、1996/97 年～2002/03 年でモザンビーク国全体の貧困が削減されたことは

まず間違いないが、同国内の格差・不平等、特に地域・州レベル、都市と地方、ジェンダ

ー間の格差は依然として著しく、域内・州内及び都市部の格差・不平等は拡大し、母子世

帯の脆弱性は悪化しており、2003 年以降特に農村部における貧困状況の悪化、 貧困層の

貧困の深刻化・慢性化の問題がみられる。これらの問題については、同国で実施された主

要な聞き取り・アンケート調査である、TIA2002、TIA2005 における過去 3 年間の生活状

況の変化に関する人々の意識調査及び世銀による過去 5 年間の生活状況に関する意識調査

「貧困と脆弱性調査（PVS）」（2006 年実施）でも明らかにされている。65 
 
図 10：現在の生活状況に関する認識     図 11：食糧へのアクセスに関する認識 
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出所：G20 2007, 図１, p. 22。 出所：G20 2007, 図 2, p. 23。 

 
また、モザンビークの市民団体の国家フォーラムである G2066は、RAP2006（2007）に

おいて「貧困との闘いのための農業開発とシナジー」をテーマとする調査67の結果を発表し

ているが、同調査では、全体の 7 割以上が現在の生活状況について「悪くなった」（都市：

20.2％、農村：22.2％）もしくは「変わらない」（都市：51.8％、農村：48.9％）と回答し

                                                   
65 TIA2002、TIA2005 の意識調査では、2002～2005 年で現在の状況が 3 年前に比べて「改善した」とす

る世帯の割合は 30.7→18.7％に減少し、「悪化した」とする世帯の割合は 39.2→50.1％に増加しており（WB 
2007, Table 4.15, p.126）、世銀の調査では、農村、都市の全世帯の各々26.8％、25.2％が「改善」、40.6％、

37.3％が「悪化」としている（WB 2007, Table 1.12, p.24）。また、後者では、世帯別、3 分位での分析も

行われており、父子世帯及び上位層の生活状況の改善に関する認識が強いのに対し、特に農村下位層の母

子家庭で悪化との認識が 69.8％と も高く、農村における母子家庭の貧困状況が も深刻であることが分

かる。 
66 2004 年に貧困オブザーバトリー（現開発オブザーバトリー（OD））への参加を目的に貧困に関する協

議を行う国家フォーラムとして設立された。2004 年より毎年 OD の時期に併せて年間貧困報告書を作成し

ている。 
67 全国的な世帯別聞き取り調査及び郡ごとのフォーカル・グループとの住民参加型協議を併用（pp.7, 15
～21）。 
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ており（p.22）、同じく全体の約 7 割が食糧へのアクセスについて「悪くなった」（都市：

32％、農村：33.2％）もしくは「変わらない」（都市：47.3％、農村：42.1％）と回答して

いる（p.23）（図 10・11 参照）。さらに、公的にはマクロ経済状況の発展は著しいとされて

いるが、RAP2006（2007）では、富の再配分が平等に行われておらず、世帯レベルには行

き届いていない点が指摘されている（p.23）。 
モザンビークの開発・貧困削減の現状は、我々ドナーとしてのより慎重かつ戦略的な援

助の実施、さらにはこれまでの援助の手法やアプローチそのものの再考／再検討の必要性

を迫るものである。PAPs/GBS ドナーが開発援助の主流を握る現状は決して放置されるべ

きではなく、ましてや前述のとおり「PAPs＝全ドナー」であるかのような錯覚や意識によ

り、本来全ドナーで協議・決定の上、政府側と協議すべき事項も PAPs 内だけで決定の上、

政府側との協議に至るような事態があってはならない。non-PAPs/non-GBS ドナーによる

チェック＆バランス、つまりは全ドナーによる協議、政府対全ドナー協議の枠組みが不可

欠である。包括的な枠組み構築に向け、機はまさに熟しているのである。 
 
3－2 援助依存増と政府のオーナーシップ侵害 
 
(1) GBS 実施メカニズムの弊害と限界―事後的コンディショナリティと出口戦略の不在 

 
至極当然のことであるが、GBS はあくまでもモダリティのひとつに過ぎず、セクターC/F

支援、プロジェクト型支援等の他のモダリティとの組み合わせによる相互補完的な支援の

実施が重要である。特に、GBS の 大の特徴として事後的なコンディショナリティを政府

側に課す、つまり前年度の政府のパフォーマンスにより次年度の援助額が決定されること

により、政府の開発計画・予算等の政策への関与が可能となっていることから GBS の実施

は内政干渉に繫がりかねない。少なくとも制度上その恐れがある、その危険性を多分には

らんでいるという点に留意する必要がある68。 
上記につき、Hanlon（2007b, p.10）は、「財政支援プロセスはドナー代表が政府間の意

志決定の中心にあることを意味しており、ドナーが支援しない選択肢はほとんどなされな

い」と述べ、エドアルド・モンドラーネ大学経済学部準教授、かつ社会経済学研究所（IESE）

のディレクター兼貧困・開発・グローバリゼーションに関する研究グループのコーディネ

イターである Castel-Branco（2008）は、「GBS は理論以上にドナーの政治及びドナー・被

援助国政府間の政治のダイナミクスの影響を受け易い（vulnerable）」（p.37）、GBS は PAF
など多くの制約・コンディショナリティを伴っており、被援助国政府が政策決定を行う余

地はほぼ残されていない、との見解を示している。 
特に 1992 年の内戦終了前後を境に今日まで多額の援助を受けてきた（1992 年以降年間

10 億ドル以上）（図 12 参照）モザンビークの援助依存度は、サブサハラ及び南部アフリカ

                                                   
68 「途上国における財政管理と援助」(JICA 2003)において、4 つのモダリティ(プロジェクト支援、SBS、
GBS、構造調整支援）の強みと弱みが分析されているが、GBS 及び SBS の弱みのひとつとして、歳出規

模／セクター政策、支出／投資の優先順位につき援助国・途上国間で合意が必要であることから、「内政干

渉の恐れ」がある点が挙げられている（p.13）。 
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域内においても高く（2005 年の一人当たりの援助額は 65 ドル。サブサハラアフリカ平均 
は 41.7 ドル、ジンバブエは 28.3 ドル、タンザニアは 39.3 ドル、ウガンダは 41.6 ドル、マ

ラウィは 44.7 ドル（UNDP 2007, pp.292-3））、国家予算の半分は援助（国庫に直接投入さ

れる GBS は全体の 3 分の 1）であり、2007 年の対 GNI 比は 24.8％である69（図 13・14
参照）。 
 Hanlon（2007b）は、「モザンビークはドナーお気に入りの国（“donor darling”）」（p.1）
であり、「アフリカのサクセス・ストーリーを切望する」（p.10）ドナーは同国に多額の支援

を行い、近年高い経済成長率及び貧困削減率を誇るモザンビークを「サクセス・ストーリ

ー」として喧伝
けんでん

し、そのために不都合なデータや現象には注意を払っていないが、同国で

広がる不平等は大きな衝突の火種として暴発の恐れもあり得ると警鐘を鳴らしている。事

実、同ペーパーがウィルトンパークの国際会合で発表されてから 3 ヶ月後（2008 年 2 月）、

前述のとおり世界的な原油価格高騰の影響を受けた燃料費（ガソリン・ディーゼル）の値

上がりによるシャパ料金の値上げに抗議する暴動が首都マプート及び地方都市で発生し、

多数の死傷者を出す惨事となっている（Hanlon 2008）。同暴動は直接的には一般市民の足

であるシャパ料金値上げに端を発するものであるが、パンなどの食糧価格の増加、物価上

昇により市民の生活がますます苦しくなる一方で、政府の高官や議員は高級車に乗り、高

級レストランで食事をするなど格差が急速に拡大している状況に対して市民の不満が爆発

したものといえる。 
 PAPs は GBS の割合を援助全体（グループかつ各メンバー）の 4 割とすることを目標と

しているが、PAPs 自身明確な「exit strategy」をもたない GBS への依存度が過度に高ま

ることはモザンビーク国自身の自立発展を考えた場合プラスではない70。同国政府（特に財

務省）自体「GBS が も望ましいモダリティである」としながらも、モダリティの違いに

関わらず援助は重要とのスタンスで、公の場でも「プロジェクト型支援も重要である」と

の発言を度々表明している。つまり、援助のモダリティの多様性を尊重するというスタン

スなのである71。加えて、政府は昨今の JR/MYR で、GBS を盾に、政府にとって特にセン

シティブな司法・ガバナンス分野の改革を含む種々の改革を強行に迫る内政干渉に近い

PAPs 側の態度に苦々しい思いをしているとの立場を大臣・大使級の会合にて吐露している。

このように「ドナー＝PAPs」による公的な政府批判の場であるかのような印象を受けると

して JR/MYR に対するネガティブな見方も政府側にはある72。しかしながら、開発援助の

主流を握る PAPs の巨額の援助量（GBS、セクターC/F 支援、プロジェクト型支援を合計す

ると、2007 年の援助全体の約 80％を占める）（図 15～17 参照）を前に明確には PAPs 側

への不満を表明できずにいるという状態であったのである。 
 GBS 実施ドナーは、国際的な場でも GBS はパートナー国／被援助国の国庫に直接資金

                                                   
69 但し、MTEF2009-2011 では、2008～2011 年で援助の割合の削減（対 GNI 比で 20.8→14.7％）が企図

されている（MPD e MF 2008, p.18）。 
70 PAPsのメンバーへの聞き取りでは、現状のまま20年ほどは支援が続くのではないかとのことであった。 
71 PARPA II には、様々なモダリティが混在（mixture）する形が理想的ではあるが、「政府は国庫、主に

国家予算への直接支援による資金（GBS）の割合の増加を希望する」（p. 151）と記載されている。 
72 アイルランドのシェリダン大使は MYR2008 のファイナル会合において、今回の MYR のようなイベン

トは単なる政府批判の場と理解されるべきではない旨述べている。 
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を投入することからパートナー国のオーナーシップを も尊重するとして、ともすれば「

良のモダリティ」であるとの立場を崩しておらず73、モザンビークでも同様であるが、その

一方で PAPs が GBS を盾に開発援助を主導し、堂々と政策に介入していたというのは政府

側の見解からも否定できない事実である。一例として、Renzio ＆ Hanlon（2007）、Hanlon 
e Smart（2008）は、2005 年後半、ある PAPs メンバーが PAF でカバーされていない GBS
に全く関係のない分野での政策決定の変更をレターで政府側に要求しており、同レターに

は「政府の政策・活動を批判的に注視（“observe”）するのは我々の義務である」（p.22, p.289）
と記載されていた旨述べている74。 
 
図 12：対モザンビーク支援（1980～2004 年） 
百万ドル 対 GNI 比 

 

ODA（債務救済以外）   ODA の対 GNI 比 

出所：Renzio＆Hanlon 2007, Figure 1, p.3 

 
 

                                                   
73 パリ宣言においても GBS ドナーに有利な指標が多くなっている。筆者は当時 JICA 国際援助協調チー

ムに所属していたことから、日本の意向･スタンスが反映される形でのパリ宣言策定と合意に向け、外務省

が主導するドラフトへのコメント付けや作成作業に参加したが、主にパリ宣言の本文、コミットメントの

内容がより重視された結果、指標に対する注意が不十分となってしまった感がある（GBS に関する指標は

GBS ドナーのみへの適用となるものとの読み違いもあった）。 
74 その他の例として、オーストリアより GBS 参加の意志表明があった際、政府を通さずに PAPs 側から

直接オーストリアに対し「GBS の割合が全体の援助額の 40％でないとメンバーになれない」との話がなさ

れたことがある。但し、オーストリアは同割合をコミットし、結果として問題はなかったとのことである

（筆者の MPD からの聞き取り情報に基づく）。 
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図 13：モザンビークと周辺 4 ヶ国の援助の       図 14：モダリティ別の対モザンビーク 
対 GNI 比の比較（2000 年・2005～2007 年）      支援の割合（2005～2011 年） 

   

注：2006-07 年のジンバブエの GNI に関するデータなし。  注：プロジェクトは調査研究、技術支援（TA）、技術協力 
出所：OECD/DAC IDS 及び WB World Development （TC）を含む。また、2008～2011 年の数値は MTEF 

Indicators （WDI） database （Apr. 2009） 用にドナーが提出した見込み額に基づく。 
http://go.worldbank.org/1SF48T40L0 のデータ 出所：Ziegler-Bohr 2008, p.18 のデータを基に作成。 
を基に作成。 

 
図 15：PAPs と non-PAPs の対モザンビーク   図 16：PAPs と non-PAPs の対モザンビーク 

支援の割合（2005～2011 年） 支援額（2005～2011 年） 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年

PAPs non-PAPs 国連  
出所：Ziegler-Bohr 2008, p.10, p. 24 のデータを基に作成。 

 
 

年 
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図 17：Non-PAPs の対モザンビーク支援（2005～2011 年） 

 

 
 (2) 援助とオーナーシップ－GBS は 良のモダリティか？ 

 
1990 年代後半より、特にサブサハラアフリカで GBS がより嗜好されるようになった背

景にはプロジェクト型支援の失敗がある75。各ドナーによるバラバラのプロジェクトの乱立

により相手国政府に多大な取引コストを強いたばかりでなく、政府のオーナーシップを削

ぎ政策の細分化を招き、望ましい効果を挙げることができなかった76として、相手国政府の

国庫に直接資金を投入する GBS が欧州ドナーによって開始された。政府側としても GBS
が も望ましいモダリティとして推奨したことから、タンザニアなどでは GBS 以外のドナ

ーは政府との政策協議の場に参加できなくなるかのような時期があり、日本としても例外

的／パイロット的に同国で 2000 年に GBS を開始した経緯がある77。しかし、その後 GBS
実施に係る「事後的（ex-post）コンディショナリティ」により、相手国政府が同コンディ

ショナリティを満たせない場合、支援が実施されないという事態の発生などにより、GBS
が必ずしも万能というわけではないことが明らかになり、また、ドナーとの直接交渉によ

り援助資金確保及び政府内における影響力を維持したいとする各セクター省庁の思惑もあ

り、GBS 実施国で今現在 GBS のみにより支援が行われるようになるという段階に達して

いる国は存在しない。依然として GBS、SBS・C/F、プロジェクト型支援等の異なるモダ

リティによる支援が行われている。違いは、概ね各国で政府のオーナーシップの下、国家

開発計画／PRSP にアラインし、ドナー協調により支援が促進されるようになっているとい

う点である。 
モザンビークでも GBS の割合は援助全体の 3 分の 1 であり（図 14 参照）、PAPs 全体及

                                                   
75 あくまでも「主にサブサハラアフリカにおける欧米ドナー及び国際援助機関のプロジェクト」を指すも

のである。GBS が開始され、脚光を浴びるようになる過程で従来のプロジェクト型支援への批判的な研究

論文が数多く発表されたが、これらの批判の多くは日本のプロジェクト型支援、技術協力に当てはまるも

のではない（（財）国際開発センター、アイ・シー・ネット(株)2003、II-14-15；JICA・国総研 2003、pp.14-15）。 
76 タンザニアで 1995 年に独立したモニタリング・グループによる調査が行われ、プロジェクト型支援の

問題点を指摘する有名な「ヘレイナー・レポート」が纏められた。 
77 アジアでは、2004 年に JBIC が世銀との協調融資によりベトナムで GBS を実施した事例がある。 

注：（1）2005-07 年度の援助額は実績値より

も過少、（2）出所では国連支援分は全体

の援助額とは別枠扱い（二重計算の可能

性がある為）、（3）2006 年に PAPs に参

加、（4）2008-11 年の数値は MTEF 用に

ドナーが提出した見込み額に基づく。 
 
出所：Ziegler-Bohr 2008, p.10, p.24 のデー

タを基に作成。 
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び各メンバーが同割合を 4 割にすることを目指しているが、必ずしも彼ら自身 PAPs 全メ

ンバーが同割合を達成できると考えているわけではなく、セクターC/F 支援、プロジェクト

型支援を今後も継続することはまず間違いない78。にもかかわらず、GBS 実施のための枠

組みであるとはいえ、実質的にはモザンビークの全ドナーが参加する PARPA の進捗に基づ

く政府・ドナー間の唯一の M&E の枠組みである JR/MYR における政策協議の場を PAPs
のみが占めるという極めて独善的なやり方が続けられることは適当ではない。いうなれば、

GBS を JR/MYR のレビュー・プロセスを通じた政策協議実施、ひいては JR/MYR の実施

を通じたモザンビークの政策への影響力行使のためのツールとして活用しているというこ

とであり、GBS を開始した本来の意図であると思われる「政府のオーナーシップ尊重」か

らは意図的にしろ、無意識にしろ、かけ離れた結果となっているという点は否定できない。 
元々欧州ドナーの「GBS 実施によるオーナーシップ尊重」というスタンスは日本のスタ

ンスとは根本的には相容れないものである。日本の ODA 実施の たる目的は「相手国政府

の自助努力に基づく自立促進支援」79であるところ、相手国政府の国庫への直接的な援助資

金の投入は相手国政府の「オーナーシップ」を損なうものである。つまり、「オーナーシッ

プ」とは政策立案・実施・評価の全てを政府自身がコントロールする、主導・主体的に行

うということであり、それには当然予算運営管理も含まれる80。よって、ドナーの援助資金

が国庫に投入される、国庫をドナーの援助資金によって賄われているという時点において、

厳密には政府の「オーナーシップ」は行使されていないということになる。特にプロジェ

クト運用のための開発／投資経費だけでなく公務員給与などのための経常経費にもドナー

支援が使われているということが問題である81。一国の公務員の給与をドナーが負担すると

いう行為は、いうなれば相手国政府のオーナーシップの侵害に等しい82。また、GBS の実

施においては、マクロ政策、政府の予算額と予算配分の優先順位及びその執行がコンディ

                                                   
78 PAPs も決して一枚岩ではなくメンバー間で GBS の割合にはバラつきがみられる。2008 年のデータで

は、 も GBS の割合が高いのは DFID の 67％、 も低いのはポルトガルの 12％である（図 5 参照）。な

お、これらは各メンバーの政府への直接支援全体に占める割合で、各々の支援全体に占める割合ではない

（2008 年時で PAPs 支援全体の 88％は政府直接支援、12％は NGO 支援）（IESE 2009, Gráfico 4.2, p.52
参照）。 
79 旧 ODA 大綱（1992 年 6 月 30 日閣議承認）では「開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援する」

ことが基本であるとされている（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou/sei_1_1.html）。
なお、新 ODA 大綱（2003 年 8 月 29 日閣議決定）では ODA の目的は「国際社会の平和と発展に貢献し、

これを通じて日本の安全と繁栄の確保に資することである」と整理され、ODA の戦略的実施のための 5 つ

の基本方針のうちの 初の方針として「開発途上国の自助努力支援」が挙げられ、「開発途上国の自主性（オ

ー ナ ー シ ッ プ ） を 尊 重 し 、 そ の 開 発 戦 略 を 重 視 す る 」 点 が 明 記 さ れ て い る

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou.html）。 
80 日本はアフリカ開発会議（TICAD）を 1993 年から実施しているが、二大原則のひとつは「アフリカの
オーナーシップ（自助努力）」である（外務省 2008a）。 
81 JICA の技術プロジェクトでは、支援開始にあたり、相手国政府側の実施機関との間で討議議事録（R/D: 
Record of Discussions）が署名され、実施機関においてプロジェクト実施に必要な「人件費・経常経費」

は基本的に先方負担、つまり相手国政府の負担とされている。所謂「コストシェアリング」により、相手

国政府の「コスト意識」の向上、プロジェクト成功へのコミットメントに繫がるとの考えである（（財）国

際開発センター、アイ・シー・ネット（株）2003、II-29）。同様の考えから、無償資金協力でもプロジェ

クト実施にかかる経費の一部は先方政府の負担となっており（『経済協力の手引き』（2006）「第 I 章：無償

資金協力」参照）、特にアジアで有償資金協力により多くのインフラ・プロジェクトが実施された。 
82 筆者の UNDP 所属当時（2000～2001 年）、次長（DRR）は「UNDP のプロジェクトにおいて政府の

役人の給与分を支援するということはない。それは政府のオーナーシップの侵害である」と述べていた。 
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ショナリティとされていることから、政策実施・予算管理においてどこまで政府側の意向

が反映されているか、真の意味での「オーナーシップ＝コントロール」が発揮され得るか

は甚だ疑問である。  
英国オックスフォード大学の GEG（Global Economic Governance）プログラムにおい

て、2005～2007 年にサブサハラアフリカ 8 ヶ国を対象に、受け入れ国政府が援助に係るド

ナーとの交渉において得た力（bargaining power）に関する調査研究が行われているが、

同ブリーフペーパー（Renzio, et al. 2008）で、「オーナーシップ」に関する興味深い指摘

がなされている。オーナーシップは受け入れ国政府の「政策立案・実施へのコントロール」

（p.2）であるが、調査研究では、ドナー側はそれを建前としながら、政府との間で政策に

係る意見の不一致があった場合、オーナーシップを「彼ら（ドナー）が好む政策への（政

府の）コミットメント」としてみなす傾向にある（p.2）と述べている。 
ちなみに、同ペーパーで 8 ヶ国中 もオーナーシップが強固とされたのはボツワナ、次

いでエチオピアで、両国が上位に属し、ルワンダが中間に位置する。これら 3 ヶ国は政策

決定におけるコントロールの維持に成功したとされており、要因として「良好なマクロ経

済管理」、「強固な国家機関」、「地勢学的かつ戦略上の重要性」、「明確な開発ビジョンの保

持・提示」、 後の核となる要素として「政府の自信」、つまりは「（ドナー側の政策に異を

唱えても）ドナーが彼らを見捨てないことに自信をもっており、進んでリスク（異を唱え

ることによる援助削減）を犯す心構えがあった」点が挙げられている（Renzio, et al. 2008, 
p.2）。なお、オーナーシップの点で、モザンビークはガーナ、ザンビア、マリ、タンザニア

に次いで 下位グループにランクされているが、これら 5 ヶ国のオーナーシップの弱さに

ついては、ただ単に援助依存率が高いことだけではなく、債務危機、構造調整と 20 年以上

に及ぶ「ドナーとの援助交渉の歴史」が理由として挙げられている（Renzio, et al. 2008, p.2）。 
また、政府のオーナーシップを蝕んだものとして、①ドナーの政策決定における占有、

②ドナーの占有による計画プロセスの細分化、③政策支援獲得のための政府自らの援助依

存増の選択、④弱体な国内政治支援及び援助依存による政府のドナーへの追従

（subservience）の 4 点が挙げられており、「パラレルで再分化されたプロセス改善を目指

した新たなモダリティ（PRSP、財政支援等）がドナー介入の増加及びドナー主導のプロセ

スへの政府の巻き込みという新たな問題を生み出していることが多々ある」（Renzio, et al. 
2008, p.3）と述べられている点は注目に値する。 

改善策としては、①アフリカ政府の政策決定権の把握、②アフリカの経済・社会変革へ

の直接的な関与停止、③ドナー側の規則・態度の変革、④援助実施の基本原則（underline 
principles）・インセンティブの変革、⑤コンディショナリティ削減及び政府の国内向けの

説明責任の強化支援、⑥援助の透明性の強化、⑦政府機関・キャパシティビルディング支

援強化の 7 点が挙げられている。また、財政支援につき「受入国政府の計画に支援をアラ

インさせる唯一の方法でなく、財政支援による介入度に鑑み、全ての場合においてベスト

ですらないかもしれない」（Renzio, et al. 2008, p.4）との見解が示されている。  
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(3) GBS とオーナーシップ―モザンビーク国内の調査研究 
 
Castel-Branco は、Killick ＆ Gerster との共著である 2004 年の PAPs PAF 評価報告書で

ある「Perfect Partners？―the Performance of Programme Aid Partners in Mozambique, 
2004」（2005）において、GBS に付随するリスクに鑑み GBS への急速な移行は望ましくな

い旨を述べるとともに、非財政支援ドナー、non-PAPs との調整や連携の必要性・重要性、

DPG の再活性化による政府のオーナーシップとリーダーシップの下での政府対全ドナーの

対話に基づく全体の枠組み改善の必要性を強調し、政府のリードによる「モザンビーク援

助戦略（MAS）」83及び政府対全ドナー間での「スーパーMoU」の策定を提言している。両

文書の策定により、政策協議の席に着きたいだけのために小額を納め PAPs に参加する小規

模ドナー（“who pay only a minimal subscription to buy ‘a seat at a table’”）（p.44）によ

る PAPs 内のまとまりと機動性低下の問題も改善され、全ドナー間での調和化・包括性も維

持されるとしている。まさに先見の明があったと思われる提言であるが、実際には PAPs
の MoU においても DPG との調整や連携の必要性に関する言及がなされている84。しかし

ながら、その後 PAPs が徐々に勢力を拡大するにつれて、当初の懸念や注意事項に関しては

あまり意識が払われなくなったものと思われる。 
さらに、同書において、インタビュー調査による政府関係者の GBS 及び PAPs に対する

見解が記載されているが、政府側としては GBS のシェア拡大を希望する一方で、それは

PAPs の連携強化による「集団行動／攻撃（“ganging-up”）」の危険性（ 悪の場合「支援

停止」）、「政府の弱体な管理」がさらに悪化する可能性（財務省による効果的な予算配分へ

の不安）という重大なリスクを伴うとの認識であり、後者に関連して、セクター省庁側は

ドナーとの直接的な支援交渉の機会が少なくなることから GBS の増加につき「複雑な思い

（mixed feeling）」とのことである（pp.33-34）。なお、「ドナーと政府間の潜在能力及びパ

ワーバランスは明らかにドナー側に偏っている（“asymmetrical in favour of donors”）」
（p.35）との政府側の強い認識は著者側の見解とまさしく一致するところであり、同書では

PAPs の MoU において政府のパフォーマンスが芳しくない場合には支援の停止の恐れがあ

る一方で、PAPs のパフォーマンスが不十分な場合にそれに匹敵するような「制裁

（sanctions）」があるわけではない点に触れ、「援助関係における基本的な非対称性とパワ

ー・インバランスは PAPs PAF のような技術ツールによって覆されるものではない」（p.24）
と述べられている。 
さらに、Castel-Branco（2008）は、上記を踏まえ、同国の援助依存とオーナーシップの

関係につき、「援助依存、ドナーによる干渉かつ、より脆弱でバラバラの国家への嗜好、海

外の大投資家及び政治的な構築と結び付いた国内の投機的な資本家の共通の関心」により、

モザンビークの公共機関及び政策は「脆弱でバラバラ（fragmented）」であり、かかる状況

                                                   
83 タンザニアの JAST などの共同援助戦略が想定されている（Killick, et al. 2005, p.51）。 
84 MoU の Annex 9 において、PAPs の構造の目的のひとつとして、PAPs と DPG 及び CG との効果的な

連携が挙げられており、HoMs、HoCs は同役割を担うとされている。特に、「パリ宣言の精神に沿って調

和化、アラインメント、補完性促進のために」、Troika+は PAPs とより広範囲の DPG フォーラムとの建

設的な調整促進に努める旨記載されている。 
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下において、「高レベルの援助を維持しようとする政府の傾向は生き残り戦略（survival 
strategy）として意味をもつ」（p.14）との見解を示している85。 

また、PAPs による CS1986に関する調査報告書（KPMG 2007）においても、政府・PAPs
関係者への聞き取りにより「援助アジェンダにおける政府のリーダーシップとオーナーシ

ップがドナーを運転席に着かせている」（p.32）いう考えが広まっていることが明らかにな

ったとされ、重要課題として「政府のリードによる全体のプライオリティの設定、実施管

理、評価」（pp.33-34）が挙げられている。つまり、これまでの各ドナーによる各セクター

へのバラバラの支援の影響によりモザンビーク政府のリーダーシップ・オーナーシップが

不十分であるとの見解が、政府・PAPs 双方において共有されているということである。同

見解は、まさしく GBS を実施している PAPs が同国の援助アジェンダをリードしていると

いう現状の正当性を主張するにあたりその拠り所とするものであるが、PAPs 側の主張は、

モザンビーク政府がこれまでの同国の援助の歴史やドナー動向を踏まえた上で、現在の「生

き残り戦略」を選択するに至っているという事実につき、自らがいかに無頓着かつ無関心

であるかをうかがわせるに十分である87。 
加えて、同報告書では、GBS に対する政府側の見解は必ずしも一致していないとし、セ

クター省庁と異なり MPD、MF は GBS のシェア拡大を望むものの、「政府は援助をひとつ

のモダリティ（GBS）に集中させることについては、それが政府への圧力及び政府の脆弱

性の増加に繫がり得ることから注意を払っている」（p.22）と述べられており、GBS につい

ては「政府のパフォーマンスに強く結び付けられた高度に政治的な意味合いをもつ」（p.22）
ことを政府側は理解しており、「 良かつ唯一のモダリティであるとの堅固な裏付けのある

証拠（“hard and empirical evidence”）は依然としてほとんどない」（p.21）としている。

また、Renzio ＆ Hanlon（2007）は、「ドナー（GBS ドナー／PAPs を指す）は全ての政

策プロセス段階に参加するようになっており、主要文書・情報への優先的なアクセスをも

ち、内部から圧力をかけ、政府の政策に影響を与えている」（p.16）と述べている。 
さらに、モザンビーク国内で特に JR/MYR の時期にメディアでよく報道されたことであ

るが、ドナーつまりは PAPs への説明責任が議会、市民社会へのそれよりも強いという批判

がある（Hodges & Tibana 2004, pp.63-64; Hanlon 2007, p.10）。市民団体による報告書

（EURODAD, et al. 2008; AFRODAD 2007; Tamele 2007）においても、一様に GBS のレ

ビュー・プロセスへの議会、市民社会の参画及び議会、市民社会への説明責任の必要性・

重要性が指摘されている。また、AFRODAD（2007, p.24）では「GBS のプロセスはドナ

                                                   
85 本報告書においては、GBS ドナー、PAPs とそれ以外のドナーにつき明確な区別はなされていないが、

後述の Killick & Gerster との共著（2005）におけるスタンスに鑑み、「生き残り戦略」に関する部分につ

いては特に GBS ドナーに対して言及がなされているものと思われる。 
86 2006 年 6 月、PAPs メンバーのうち 2006 年以降の対モザンビーク国別（Country Strategy）支援戦略

を策定中の 14 ドナーが集まって結成されたグループで、当初は CS14 と呼ばれたが、後に 19 メンバー（＝

PAPs メンバー）となり CS19 となった 。各メンバーの支援戦略に関する聞き取り調査が行われ（直接聞

き取り調査が行われたのは 17 ドナー）、2007 年 2 月に報告書が取り纏められた。 
87 事実、同報告書内の提言のひとつとして、政府側に援助調整を担当する庁／局を設置すべきとされてい

るが、Hanlon e Smart（2008）によると、以前政府内には協力省があり、1987 年に協力省内にドナー支

援調整を担当する「国家緊急執行委員会」が設置されたものの、ドナー自身が調整を好まず、各省庁と個

別の対応を継続し、 終的に協力省は 1995 年に廃止となったとのことである（pp.294-295）。 
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ードリブンであり、ドナーによる政府の意思決定プロセス内におけるアクセスとコントロ

ールの拡大を許している」とする見方もある旨述べ、EURODAD, et al.（2008）は、GBS
の実施により援助依存度がさらに高まってきており、かかる状況下において政府のキャパ

シティはオーナーシップの遂行に不十分で、議会と市民社会への説明責任と併せて「 貧

困層への成果とインパクトの持続性」（p.x）が懸念材料であると指摘している。 
また、Arndt, et al.（2006）は、財政支援に関する利点も多いとしながら、「それ（財政

支援）は長期的に効果的な政府のリーダーシップ及び制度開発を妨げるより深いドナーの

介入にも繫がった」、「もし財政支援（とその他の支援）が将来的に効果的になるのであれ

ば、十分に機能する国内制度の構築が政府とドナーの援助関係において核となるプライオ

リティとみなされなければならない」（p.77）と述べている。 
以上のような状況下において、ドナー全体の協議、政府対全ドナーの協議を可能にする

包括的な必要性を訴えてきた日本、米国、国連の行動はまさに理にかなったものであった

といえる。我々は、CoC 策定に関する技術グループ設置に至るまで及び同グループ内での

協議において「政府のオーナーシップ・リーダーシップの尊重」という開発援助実施にお

ける基本原則を繰り返し主張してきた。本来援助の枠組みのあり方自体は、本原則の下、

モザンビーク政府の意向次第であるはず、またあるべきであるが、PAPs が自らの枠組み・

既得権死守のスタンスから我々non-PAPs の改革要求への風当たりを強くする中、改革の成

否そのものが、実際には政府の意向次第－政府がどこまで自らの意見（PAPs 側への反対

意見）を主張できるか－ではなく、PAPs の意向次第－我々の改革案に対しどこまで譲歩

できるか－という現状であったという事実は同国の問題の深刻さを物語るものである。 
なお、2008 年度の MYR のファイナル会合において政府側（企画開発大臣）からは、過

去 2 回の JR、前回の MYR ファイナル会合に引き続き「参加者（特に政府・ドナー間）の

フランクでオープンな参加型での協議を希望する」旨が述べられたが、同会合において、

初めて企画開発大臣より「政府のリーダーシップに基づく」との言葉が同発言の冒頭に加

えられた。政府側がオーナーシップ・リーダーシップの重要性につき認識を深め、政府側

の決意が明確に示されたということで、同大臣の本発言はこれまでの米国、国連との連携

による日本の働きかけの大きな成果であるといえるものと思われる。 
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第 4 章 モザンビークの今後の開発／援助協調の方向性及び日本の対モザンビ

ーク支援 
 
4－1 包括的な枠組み構築に向けて 

 
今後 CoC 署名に向け、政府・ドナー協議により合意されるべき包括的な援助の枠組みは、

具体的には図 18 に近い枠組みとなるべきと考える88。主なポイントは、①DPG/CPG 内に

全ドナー：PAPs 及び non-PAPs が属し、両者間には情報共有・意見交換のチャネルがある、

②政府・全ドナー間に一本の対話のチャネルがある、③SWG は政府・全ドナーの下に属す、

という 3 点である。 
このうち②については、PAPs が別途 GoM とのチャネルを望むのであれば、援助協調、

「inclusiveness（包括性）」の観点からはあまり望ましくはないが、JR において政策協議 
への non-PAPs 代表のオブザーバー参加容認を条件に個別チャネルの確保を認めることと 
する。しかしながら、PAPs 側があくまでも政策協議は PAPs に限定という場合、non-PAPs
として別途政府との対話チャネルが必要である旨主張すべきかと思われる（ も望ましい

のは、前述のとおり政府対 PAPs の現行の JR の枠組みを政府対全ドナーに拡大し、全プロ

セスへの non-PAPs の正式メンバー参加を可能とすることである）。 
 ③については、現行の政府・PAPs 代表による毎月 1 回開催の合同運営委員会（JSC）の

スタイルを、政府・全ドナー代表による会合開催に変更する。PAPs のみのイシューについ

ても、同会合内でのカバーが可能であると思われるが、PAPs 側があくまでも個別の会合を

望むのであれば、まず全ドナーのアジェンダについて協議、その後 PAPs 個別のイシューに

つき協議するとしてはどうか。それも不可能という場合は、2 ヶ月ごとに政府・PAPs 代表

の JSC 会合、政府・全ドナー代表による会合を個別に開催することとする89。 
 さらに、活発かつ実質的なドナー間協議推進及び政府との政策協議実施のために、

DPG/CPG の参加者のレベルは現在の HoMs より HoCs に変更し、HoCs レベルは毎月、

HoMs レベルは四半期ごとに会合を開催し、HoMs レベルの会合後、同じく四半期ごとに政

府側と全ドナー間の代表者会合（政府：可能であれば大臣級（不可能な場合は局長級）、ド

ナー：HoMs）を開催することとする（代表ドナーの選定については要協議）。また、円滑

な運営促進のために、DPG/CPG 内に事務局を設置し、会合開催などの全体的なアドミニス

トレーション業務を一括させる。 
なお、DPG/CPG のチェアについては、ともに多国間機関であるとはいえ、国連と国際金

融機関である世銀と 2 名の代表の常駐とする現行のスタイルは特異ではないかと思われる。

何よりも現在 PAPs の Troika+の常駐メンバーで PAPs 寄りである世銀が DPG のチェアを

務めることにより議論が PAPs 側に有利に働くという弊害がみられることから、他国（タン

ザニア、ザンビア）の事例なども踏まえ、特に中立性の観点から座席数は 2 で、国連代表 1
名を常駐とし、バイの代表 1 名を全ドナーより選出する（任期は 1 年間のローテーション） 

                                                   
88 本図については離任直前に後任へ参考資料として手交済。 
89 結果的に政府側の提案と同じということになる。 
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図 18：援助枠組み案 

 
*名称を DPG ではなく CPG としているのは、現在の DPG が負のイメージをもつことから「時として既存

のものを改善するよりは新規に構築する方が上手くいく」とする米国の意見を踏まえたものである（しか

しながら、あくまでも名称上の変更であり、目指すところは同じとなるものと思われる）。 
 
としてはどうかと考える。 
ドナー全体での協議、政府対全ドナーの対話の枠組みが存在しないという当地の状況は

極めて特異であり、パリ宣言に基づき「inclusiveness」の観点から、同枠組みを構築すべ

く現在の援助構造の改善を訴えるという我々の取り組みは至極当然かつ理にかなったもの

かと思われるが、これまで GBS の実施により政府との対話の枠組みを排他的に確保してき

た PAPs としては、援助構造の改善は自らの既得権益を失うことになりかねないことから改

革は遅々として進まなかった。事実 CoC 技術グループ内での協議が始まってからも、PAPs
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はなく、協議は難航してきた。 
しかしながら、援助の枠組み改善のこれまでの日本の取り組みを考えると、ようやくこ

こまできたということで（CoC 策定の協議に至るまでに少なくとも筆者の赴任より約 2 年

もの年月が費やされている）、日本としてはこの機会を活かし、本来あるべき援助構造の姿

にできる限り近付ける形で政府・全ドナー間の合意を得るべく、上記の方向での包括的な

枠組み形成に向け、今後も CoC 技術グループにおける作業・協議に積極的に継続参加し、

non-PAPs として議論をリードすべきかと考える。 
 
4－2 日本の対モザンビーク支援 
 
(1) これまでの取り組みと実績 

 
上述のとおり、日本のモザンビークへの支援は他の欧米ドナーに比して少なく、2007 年

の援助額では 23 ドナー中、第 18 位となっている（表 1 参照）。日本の対モザンビーク支援

は、同国独立年の 1975 年に開始されたが、1986 年に年間の援助額が 10 百万ドルを突破、

以後特に 1992 年の内戦終結以降、援助額が増加し、年平均 30～40 百万ドルで推移してい

る（図 19 参照）。2002 年以降援助額の減少がみられ（2006 年の債務救済による大幅な援

助増は除く）、モザンビークを「内戦復興の優等生／国」として評価し、援助額を増加して

いる他ドナーの動向とは対照的であるが（大平 2006, p.33）、モザンビークにおける大使館

設立は 2000 年、JICA 事務所設置は 2003 年であり、同国支援体制が整えられたのは比較

的 近のことである。2008 年 5 月には横浜で TICAD IV が実施され、日本は今後 5 年間で

対アフリカ支援の倍増、円借款の大幅な増額（ 大 40 億ドル）を宣言しており、2008 年

10 月には JBIC との統合により新生 JICA も誕生したところ、今後の対モザンビーク支援

増加が期待されるところである。 
なお、1975～2008 年の援助実績値及び 2009 年以降の援助の見込み額を 5 年ごとにスキ

ーム別に纏めると、無償資金協力が 1986～2005 年までの全体の 8 割以上と圧倒的に多く

なっている（図 20 参照）。具体的には、内戦中は、食糧援助、食糧増産援助、ノン・プロジ

ェクト無償（ノンプロ無償）が中心であったが、内戦終了後は一般無償の割合が増加してお

り（大平 2006, p.33）、現時点ではノンプロ無償は 2003 年、食糧増産援助は 2004 年、食

糧援助は 2006 年の実施が 後となっている90。また、技術協力については、1991 年以降実

施額が増加しており、当初は研修員受け入れ、調査団派遣、機材供与が中心であったが、

1996 年に開発調査、2003 年に協力隊派遣、2005 年には技術協力プロジェクト（技プロ）

が開始されている（外務省 2000; 2008b, p.688）。さらに、2006 年に JBIC（現 JICA）と

アフリカ開銀との協調融資による有償資金協力 1 件が開始され、現在 4 件の一般無償、6
件の技プロ及び 1 件の開発調査と共に実施中である。 

 

                                                   
90 年度は暦年ではなく、日本の会計年度に基づくものであり、無償の場合は原則として交換公文（E/N）

ベースである（外務省 2008b, 表 8, p.688）。 
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図19：対モザンビーク支援のトップ5ドナー（2007年時点）91と日本の援助額の推移（1975～2007年） 
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図 20：日本の対モザンビーク支援実績値（1975～2008 年）・援助の見込み額（2009～2011 年） 

 
出所：外務省 HP の ODA 案件検索サイト（http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/search.php（1975

～2005 年のデータ））; 外務省 2008b, 表-5, p.687（2006 年のデータ）; 2009a, 図表 IV-14, p.184
（ 2007 年 の デ ー タ ） ; Ziegler-Bohr 2008, p.10; 2008 年 度 第 3 四 半 期 報 告 書

（http://www.odamoz.org.mz/reports/rpt_downloads.asp）（2008～2011 年のデータ）を基に作成。 
 
 

                                                   
91 表 1 のデータに基づく（OECD/DAC IDS のデータによるトップ 5 ドナーは、世銀 IDA、EC、米国、

英国、スウェーデン。国連の援助額は IDS のデータでは過少となっているが、これは主に IDS のデータに

は二国間ドナーの資金提供を受け各国連機関が運営管理するプロジェクトの支援額が含まれていないこと

によるものと思われる）。また、IDS のデータによると、1975～2007 年までの累計援助額でのトップ 5 ド

ナーは、世銀 IDA、EC、イタリア、スウェーデン、米国である。 
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 また、援助重点分野に関しては、1994 年にモザンビーク政府との間で政策協議が実施さ

れ、農業、社会セクター（ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）、基礎インフラ）、人

的資源開発とすることで合意されている（外務省 2000）。その後、2007 年まで政策協議は

実施されなかったが、同政策協議を通じ、PARPA II において「幅広い経済成長を通じた貧

困削減」が企図されていることに加え、他ドナーの支援状況（特に社会セクター支援に重

点を置いている）及び日本の比較優位性にも鑑み、PARPA II の 3 つのピラーのうち「経済

発展」を 重要視し、「地方開発・経済振興」、「人的資源開発」、「行政能力の改善・制度改

善」を新たに援助重点分野とすることで合意、翌 2008 年の政策協議においてこれら 3 分野

を引き続き援助重点分野とする方向で確認がなされた。 
3 つの重点分野の位置付けに関しては、「地方開発・経済振興」を 重点分野とし、特に

絶対貧困層の多い地方農村部の生活状況の改善を目指す「人的資源開発」を重点分野とし、

実際の支援においては「地方開発・経済振興」のプログラム内に「人的支援開発」プログ

ラムの要素を徐々に組み込むことにより、より包括的かつ総合的な開発支援実施が企図さ

れている。また、2 つの重点分野の実施促進及び持続性確保の観点から、横断的なテーマで

ある「行政能力の改善・制度改善」を補完的な重点分野とし、モザンビーク政府の行政機

能の強化を目指し、特に中央レベルの行政機関の人材育成・制度整備に重点的に取り組む

こととされている（別添 1 参照）。 
 

(2) 今後の対応の方向性 
 
上述のモザンビークにおける開発援助の状況にも鑑み、日本として当面はこれまでと同

様にプロジェクト型支援による援助を継続することになると思われるが、その場合におい

ても SWG への参加、セクター戦略・計画に係る上流の議論への参加、セクター・プログラ

ムの枠内での取り組みが不可避である。CoC への署名による包括的な枠組み形成後も PAPs
の動向に目配りを利かせかつ PAPs の占有を防ぐべく、ドナー全体の協議の場への積極的な

参加、日本としてのプレゼンスの確保及び対外発信が必要かと思われる。特に、同国の場

合、上述のとおり PAPs が開発援助の主流を握る中で、同国内での支援実施上の問題が生じ

るだけではなく、他国のコンサルタントや研究者等の論文・報告書において援助協調に参

画、貢献しているのは PAPs のみであり、non-PAPs は援助協調に対し何の貢献もしていな

いかのような批判めいた記載がなされているものが目立つなど対外的な問題もあり、筆者

も適宜コメント、修正を求めるなど対応を行ったが、引き続き注意が必要である92。 
モザンビークにおける援助協調への対応に関しては、ODATF 内で作業を分担し、各担当

の SWG への参加によりできる限りのことが行われているが、人材・予算面での制約、通常

業務との兼ね合いもあり、筆者赴任時には参加全セクターにおいて十分な対応ができてい

                                                   
92 例として、世銀による「Mozambique Aid Effectiveness Profile」（2006a）、ODI 報告書である「Learning 
from Experience: A Review of Recipient Government Efforts to Manage Donor Relations and Improve 
the Quality of Aid」（2006）が挙げられる。前者については、 終ドラフトへのコメントの機会があり、

日本のコメントにより、特にモザンビークの援助の枠組み、M&E メカニズムの問題点及び日本を含む

non-PAPs の援助協調への貢献につき 終版に反映された（パラグラフ 24、25、27、46）。 
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ないという状況であった。しかしながら、包括的な枠組み構築後は各 SWG の協議が、政府・

全ドナーの参加する JSC→DPG/CPG→政策協議へと続く道筋が付けられるものと予想さ

れることから、日本としても同国の開発・援助の方向性に自らのスタンスを反映させる大

きなチャンスである。 
よって、この機を捉え、ODATF 内で協議の上、対モザンビーク援助重点分野を踏まえ、

参加する SWG において、当国の開発・貧困削減のためには何が必要か及びドナーとして何

をすべきか、また、日本として何が重要で何をすべきと考え、具体的には何ができるのか、

明確に理路整然と各担当が発言・主張できる状態であること、そして受身ではない、より

積極的な姿勢での対応が望まれる。もちろん、全セクター一律対応の必要はなく、選択と

集中によるより戦略的な支援実施の観点から、日本としての重点セクターに的を絞るべき

である。今後 CoC への署名により包括的な枠組みが整理されれば、SWG の効率性、特に

ドナー間分業（Division of Labor）に関する協議が進むことが予想されるところ、特に DFID、

フランス開発庁（AFD）のタスクフォースのリードにより既に作成済の SWG グッドプラ

ックティス・ペーパーの内容及び SWG の効率性改善のための調査結果も考慮し93、日本と

しても「重点セクター：作業・議論に積極的に参加」、「副重点セクター：会合出席・情報

収集のみ」、「非重点セクター：メーリングリストへの参加による情報収集のみ」につき

ODATF 内で検討の上、あらかじめ目途をつけておく必要があるかと思われる。 
日本の援助 重点分野は地方開発・経済振興であることに鑑み、重点セクターは道路、

農業・農村開発、教育（中等理数科・職業訓練）の 3 つで継続とする形が望ましいと思わ

れるが、今後円借款事業、クールアース94関連事業の進捗具合に応じて、エネルギー、環境・

防災の重点セクター化も検討の余地があろう。もちろん、マクロ経済成長・貧困削減の横

断的なテーマとして、EWG、PAMS への参加は引き続き重点的に行うべきである。 
また、モザンビークの開発・貧困削減にとって特に重要なのは同国の自助努力・自立発

展促進のための「キャパシティ・ディベロップメント（CD）」支援であり、CD 支援をいか

に進めるかは同国開発の大きな鍵を握る。日本の強みは東アジアの奇跡を現出した特にイ

ンフラ支援重視による経済成長を通じた貧困削減支援、プロジェクト型支援による現場に

根差した CD 支援である。2004 年の MoU 締結以降、PAPs がモザンビークの開発援助の主

流を掌握していく過程において、これまで同国にとってどのような開発が望ましいのか、

同国に望ましい開発の実現のための支援はどうあるべきかという大枠の協議がドナー間、

政府対全ドナーで実施されることはなかった。しかし、日本としてナカラ回廊整備を中心

に円借款の実施が検討される中、今後同国への日本支援も増大する可能性があるところ、

包括的な枠組みの整備後には、より積極的・戦略的な支援実施、たとえばアジア型の経済

成長・開発事例に基づくナカラ回廊地域総合開発構想を新たな開発のモデルとして提示・

                                                   
93 2007 年 11 月、PAPs プラス non-PAPs の対モザンビーク援助戦略及び今後の方向性と併せ、SWG へ

の参加状況及び今後優先的に参加を考えているセクターに関するマッピング調査が行われ、結果が一覧表

に纏められた（別添 2 参照）。同調査の実施は、援助効果向上を目的に、2007 年 5 月に EU 内で合意され

た「開発政策における相互補完性とドナー間分業に関する CoC」合意を踏まえたものである。なお、本 CoC
には、優先的に参加するセクターの数を 3 つとするなどのコミットメントが含まれている。 
94 TICAD IV において、気候変動対策として途上国支援のための新たな資金メカニズム「クールアース・

パートナーシップ」設置につき発表がなされた。今後 5 年間で約 100 億ドルの支援が企図されている。 
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アピールしていくこともできるのではないか。 
2008 年 2 月の JBIC/CPI/GAZEDA95によるナカラ回廊セミナー開催の際にミッションの

一員として同国を訪問された大野健一教授は、出張報告書においてモザンビークの印象に

つき具体的な話を進めるには多大な時間と労力がかかるのではないか、同国の東アジア開

発モデルへの知識や関心も低いが、「決断は究極的に日本の援助関係者にかかっている」

（大野 2008, p.6）としながら、「ナカラ回廊地域総合開発」実施に向けいくつかの提言をさ

れている。そのひとつとして現在ザンビアにおいて南南協力案件として進められている

「Triangle of Hope プロジェクト（投資環境改善･工業団地創設）」の開始にあたり、ザンビ

ア政府に東アジアモデルを説いたマレーシアの専門家を同国に招いての大統領以下トップ

へのセミナー実施が挙げられている点は実に興味深い。モザンビーク政府関係者が欧米と

は異なる開発モデルへの認識・理解を深め、何よりも異なる選択肢の存在自体を知るとい

うことは、同国のオーナーシップ・リーダーシップ尊重及び促進の観点からも非常に重要

かと思われる。本来ドナーとしては、単一の開発援助・モデルの押し付けではなく、自ら

の体験や経験も踏まえた上で複数の選択肢を提示し、選択するのは相手国政府自身という

のがあるべき姿である。しかしながら、上述のとおりこれまでは異なる選択肢の提示を行

える状況にはなかったというのが現状である。 

なお、大野教授はこの状況を打破すべく、小額でも GBS への参加を提言されているが、

上述のとおり、これまでの日本のイニシアチブによる米国、国連との共同での取り組みの

結果、包括的な枠組み構築の実現まで後一歩と迫っていることから、日本としてはその方

向で同国の開発援助の枠組みを真にあるべき姿に戻す取り組みの継続が 善かと思われる。

その上で、すなわち新たな包括的な枠組みの下で日本が考える新たな開発モデルを提示す

る、という形こそが本来望まれるべきものであり、より効果的かつアピール度も高く、日

本の提示モデルが政府・ドナー双方に受け入れられる可能性も高くなるのではないか。加

えて、日本一国での回廊地域総合開発の実施は到底不可能であり、政府のオーナーシップ・

リーダーシップの下、他ドナーへ連携と協調を呼びかけ、開発支援を進めていく上でもや

はり包括的な枠組み構築がまず必要である。 
また、ナカラ回廊開発の実施に際しては、アジアとアフリカの違い、とりわけアフリカ

の中でのモザンビークの特異性が十分考慮されるべきである。つまり、大野教授が指摘さ

れているとおり、同国ではモザールのアルミ精錬を除き、産業らしい産業が育っていない

というのが現状であり、農業自給自体も実現できていないという段階である。よって、か

なりの長期戦になるものと思われるが、まず回廊地域開発を進めるにおいては同地域が国

内有数の農業生産地及び農産物集積地であり96、同国の大多数、特に貧困層の大半が農業に

従事している状況にも鑑み、農業振興・実施促進を視野に入れるべきではないかと考える。

                                                   
95 CPI：投資促進センター、GAZEDA：開発促進経済区支援局。  
96 2006 年の時点において、モザンビークの地域別経済活動のシェアでは、ナンプラ、ニアサ両州を含む

北部では農業の全体に占めるシェアが 35.1％と も高く（第二次産業：13.8％、第三次産業：35％）、農

業のシェアは中部（24.7％）、南部（11.7％）に比して も高くなっている（UNDP 2008, Table 2.4, p.13）。
なお、ナンプラ州は同国の輸出用換金作物として特に重要なカシューナッツと綿花、ニアサ州はタバコの

国内 大の生産地である（2003 年のデータで、ナンプラ州のカシューナッツと綿花、ニアサ州のタバコの

生産量は各々国内の 37％、38％、38％を占める（WB 2006b, p.96））。 
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上述のとおり、特にナンプラ州は 2007 年時点で も人口が多い州であり、貧困者数の点に

おいては状況が も深刻であることから、同支援による貧困削減への大きなインパクトが

期待される。 
具体的には、現在ナンプラ―クアンバ間の詳細設計（D/D）調査が実施中ということから、

実際の回廊整備はその後となり、完成までには少なくとも 2～3 年は見込まれるところ、回

廊整備終了後の本格実施を視野に JICA の技術協力プロジェクトをスタートさせ、地方政府、

関係省庁、NGO 等との協力の下、回廊沿いの設置が予定される道の駅での農産品など地元

の特産品販売に向け、農業組合もしくは地域住民を対象に組織化を含む指導・研修等を行

う。さらに、必要・ニーズに応じて農産品加工の指導・研修を行い、農産物加工を行う中

小規模の団体・企業への支援、産業振興育成支援にも広げていく―そうすることで産業を

軸とした回廊地域開発の下地を作ることができるのではないかと思われるが、産業振興を

含む回廊地域開発には 5～10 年、恐らくそれ以上の年数が必要となるであろう。現在の体

制下での実施はかなり困難かと思われ、大野教授の提言のとおりモザンビークの重点国化

なくしての実現は極めて非現実的かと思われる。 
また、回廊地域開発においては、バイオ燃料開発との組み合わせの可能性もあるのでは

ないか。モザンビークは途上国の中でも 大級のバイオ燃料開発のポテンシャルを有する

国であり、現在バイオ燃料国家開発戦略の策定作業が進められている。同作業過程におい

て、世銀、イタリアの支援により実施された評価調査では、モザンビークの耕作適地であ

る 36 百万 ha のうち現在農業用地としての使用は 5 百万 ha に留まっているところ、バイ

オ燃料生産用地として少なくとも 10 百万 ha は使用可能とのことである（Ecoenergy 2008, 
p.185）特に広大な耕作適地をもつ中北部のポテンシャルが高いとされており、中でもナン

プラ州の耕作適地は 23.4％と国内ではザンベジア州（26.2％）に次いで大きく（Ecoenergy 
2008, p.119）、バイオ燃料生産のための多くの農作物の生産地もしくは生産適地とされてい

る。日本は京都議定書への署名により多くのバイオ燃料の輸入が必要となっており、日本

にとって 大の供与国であるブラジル一国では必要量を賄えないため、他の生産・輸出国

の発掘が不可避である。モザンビークはその可能性を有していると思われるところ、日本

として開発支援を行うべきではないか。なお、本分野はブラジルが世界有数の先進国であ

り、ブラジルとの南南協力による実施が 適かと思われる。また、海外・域内輸出用とし

てはバイオエタノール生産がメインとなるかと思われるが、バイオディーゼルの場合はブ

ラジルでは貧困層へのコミュニティ開発対策としても実施事例があり、上手くいっている

とのことであり、同事例はモザンビークにとっても参考になると考える97。 
なお、モザンビークは援助協調重点国とされているが、残念ながら資金・人材両面にお

いて体制的にこれまで十分であったとは思われない98。今後円借款の実施を視野に、担当の

                                                   
97 Ecoenergy（2008）は、評価分析に基づきバイオエタノールは海外・域内輸出用及び国内使用として大

規模な生産が提案されているが、バイオディーゼルに関しては国内用の小規模生産が望ましいとしている

（pp.ES12-15）。 
98 援助協調重点国における取り組み強化については、2005 年にパリ援助効果向上ハイレベルフォーラム

（ パ リ HLF ） で 発 表 さ れ た 「 援 助 効 果 向 上 の た め の 我 が 国 の 行 動 計 画 」

（ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/dac/pdfs/hl_kk.pdf ） に 明 記 さ れ て お り 、 毎 年

OECD/DAC への同計画の進捗報告もなされている。また、モザンビークを含むアフリカ特にサブサハラ
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JICA 企画調査員が 1 名増員となったことは大いに歓迎すべきであるが、JICA 事務所の次

長席は未だ空席のままである（2007 年 4 月より 2009 年 6 月現在）。今後、技協・無償・円

借のバランスのとれた支援を推進するためにも早期の次長派遣が望まれる。また、筆者個

人としては、上述のナカラ回廊総合地域開発の可能性に加え、モザンビークの開発のポテ

ンシャル（豊富な天然資源、南アに隣接するという地理的及び地政学的好条件）、援助協調

の進捗度、他ドナーが重点国としている点などにも鑑み、同国の重点国化を検討してもよ

いのではないかと考える（現状、重点国という設定そのものが無い）が、重点国化如何に

関わらず、より長期的な視野に立った資金・人材両面での戦略的な体制構築・強化が望ま

れる。包括的な枠組み構築後は、日本としても援助効果向上に向けた更なる取り組みが求

められることからも、体制強化は急務である。 
まず、日本予算は単年度ベースであることから、複数年での予算対策・措置が困難とな

っており、国別の具体的な年度予算枠の把握も不可能（過去数年の傾向による大まかな推

量によるのみ）である。上述のとおりモザンビークにおいても MTEF 用の支援額の提示が

求められるようになっており、筆者赴任時には現場レベルでは実施中・採択案件で予算額

が明確な場合は予算額を積み上げ、さらに過去数年間の傾向（平均値）から年度の概算額

を割り出し、あくまでも「インディカティブ」との説明の上での通知という形をとったが、

今後さらに複数年度での予測性の向上が求められるものと思われるところ、日本としても

外務本省・JICA 本部でのしかるべき対応、体制整備が望まれる。 
また、人員の配置に関するより戦略的な取り組み、つまり、1～2 年の短期的な派遣では

なく 3～4 年の長期の人員派遣を検討すべきである。頻繁な人員の異動は先方政府からの苦

情もあり、日本側にとってもマイナス（特に現場サイドのキャパシティへの影響大）であ

る99。特に、近年 JICA の技術協力プロジェクト予算の縮小により、プロジェクトごとの専

門家の派遣人数及び派遣期間も縮小傾向であるが、JICA が得意とする「人づくり・国づく

り」の CD 支援は、現場での専門家による「on-the-job-training」、まさに手取り足取りの

長期間に及ぶ入念な指導と協力があってこそ初めて可能となるものであり、年間に数回の

切れ切れの訪問で可能となるようなものではない。予算が少ないというのであれば、むし

ろ削減すべきはプロジェクト数であり、各プロジェクトの予算ではない。プロジェクトの

細分化は援助協調の流れにも逆行するものである。まさに標榜している選択と集中により、

援助国の絞り込み及び重点国の設定、それに応じた国ごとの単・複数年度での援助枠の設

置・明確化、各支援国の重点セクターの設定及びプロジェクト数の決定等による、広く浅

くではなく、的を絞った、より戦略的かつ効果・効率的な支援を目指すべきであると考え

る。日本は今後 5 年間でのアフリカ支援倍増を宣言したが、日本の対アフリカ支援額は他

ドナーに比して依然として少なく100、また、世界的な金融危機・経済不況の影響もあり、

                                                                                                                                                     
アフリカの援助協調重点国に関しては、遠藤元専門調査員（在タンザニア日本大使館）の報告書「『サブサ

ハラ・アフリカにおける援助動向』に関する調査・研究」（ 2004）に詳細に記載されており

（http://www.grips.ac.jp/forum/pdf05/EndoReportDec2004.pdf よりダウンロード可能）、同書では援助協

調重点国における取り組み推進に関する示唆に富んだ提言がみられる。 
99 但し、相手国の状況の変化に併せて柔軟に対応できる瞬発力も同時にもち合わせるべきである。 
100 日本の ODA（支出純額ベース）は 2000 年以降減少しているが（債務救済により大きく増加した 2005、
2006 年は除く。2001 年に米国に次ぐ世界第 2 位、2007 年に米英仏独に次ぐ第 5 位となった）、2008 年に
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今後日本全体としての ODA 減額は不可避であるように思われるところ、明確な援助重点国

の設置・公表による、誰の目にも納得できる形でメリハリのついた対アフリカ支援を実施

すべきではないか。 
モザンビークに関しては、重点国云々の議論の前に、未だ国別援助計画が策定されてい

ない101状況であり、現在、今後予定されている国別援助計画策定に向けた作業が行われて

いる。よって、まず国別援助計画策定に係る現場・本部での準備作業の過程で同国への今

後の支援の方向性を議論し、その中で重点国化に関する協議を実施することが先決と思わ

れる。今後、現場・本部での活発な協議を通じて、より包括的・長期的な視点でのモザン

ビークへの援助計画が策定され、可能であれば重点国としての承認により同国支援がより

一層充実することを期待する。 
 
 
 

                                                                                                                                                     
は前年比 22％増（名目ベース）となっており（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki.html
参照）、2009 年度の供与目標額は前年比 25％増（名目ベース）の 1 兆 3897 億円とされている（外務省「平

成 21年度国際協力重点方針」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/pdfs/21_jyuten.pdf）参照）。

このうち対アフリカ支援は 13.6％（1885 億円）を占めるが、2008～2012 年で倍増（1293.46（実績暫定

値）→2586.92 億円）したとしても、2006 年の対アフリカ支援トップ 4 ドナー（二国間ドナー）の米英仏

独の同年度の援助額（米: 5602.85、英: 5427.07、仏: 4433.71、独: 3191.82（支出純額ベース、単位：百万

ドル））（外務省 2009b, p.401）に及ばないレベルである。 
101 国別援助計画は日本の主要な被援助国について作成することになっており、援助量や当該国の戦略的

重要性等に鑑みつつ、順次策定がなされている（平成 21 年 4 月時点で 28 ヶ国について策定済み）。 
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おわりに 
 
2 年間の任期は長いようで本当にあっという間であったというのが実感である。当国の開

発援助・援助協調の枠組みを PAPs が握っているということで non-PAPs である日本として

枠組み改善に向け取り組んできたが、ようやく CoC 策定のための政府・全ドナー代表によ

る技術グループが設置され、枠組み改善のための協議実施の段階までたどり着くことがで

きた。これもひとえに三木前大使の号令の下、米国、国連との連携・協力により取り組み

を進めることができたからであると思う。今までお世話になった外務省、在モザンビーク

日本大使館の関係者の皆様に厚く御礼申し上げたい。また、この度拙論の短縮版の

「Discussion Paper」としての刊行化という機会を与えて頂いた大野泉教授、編集作業で多

大なご助力を頂いた岩橋美智子氏、江川織江氏、林田篤子氏以下 GRIPS 開発フォーラムの

関係者の皆様に感謝の念を申し添える。 
 援助協調は国際的にも自然の潮流であり、特にサブサハラアフリカでは、援助協調抜き

のドナー支援は考えられず、日本としても援助協調を避けて通れない状況となってきてい

る。先のアクラ HLF への日本の対応、その後のフォローアップ状況をみると、援助協調へ

の慎重な対応が顕著であるが、日本がトップドナーでなくなり、援助協調の必要性がます

ます高まってきている現在、また、援助予算額が減少する中、援助の効果的、効率的実施

を図るために選択と集中を行っていくことは言うまでもないが、これまで執ってきている

プロジェクト型支援重視に加えて、さらに援助協調を有効・有益なツールとして捉え、こ

れを活用していくことが重要であると思料する。したがって、今後日本としては、国情に

より濃淡はあるも、その国において援助協調が重要な政策決定の場として位置付けられて

いる国においては、援助協調に積極的に参加し、議論をフォローすることにより上流の政

策面での議論に参画し、主要ドナーとして必要に応じ議論をリードしていくくらいの立場

を堅持していくことが望まれる。 
また、和を尊ぶ日本人にとって本来援助協調は得意分野のはずである。同じく援助協調

が進み、筆者自体も援助協調に関わったことのあるニカラグアで 2008 年に実施された国別

評価報告書（外務省 2008c）では、本来日本が得意とする「和を尊ぶ精神性や他人への気配

り、チームワーク志向と協調性、そしてそれらを成り立たせるための前提としての綿密な

情報収集と根回し」（pp.4-5）を活かし、これからは「力」（援助額）ではなく「技」（技術

協力などの質、他ドナーとのチームワーク）で勝負すべきであるとの提言がなされており

非常に興味深い。筆者も全く同感である。援助協調に対し苦手意識をもつ必要は全くない。

常に相手国政府のリーダーシップ・オーナーシップを尊重の上、全体のチームワークを大

切にし、全体を見据えた発言、関係者間のきめ細やかな調整を心がけるだけである（但し、

熱くなるべからず）。特にアフリカの場合は、日本に馴染みが少ない反面、旧宗主国である

欧米ドナーと違い、負の遺産をもたないという大きな強みをもつところ、同強みを 大限

生かすべきである。もちろん援助の現場は各国ドナーの様々な思惑が飛び交い、虚虚実実

の駆け引きが行われる政治外交の場である。日本としても全体を見据え、自国の利害を計

算に入れた上での駆け引きが必要である面は否定できない。しかしながら、ODA の目的は

あくまでも相手国の開発支援、特に自助努力促進支援であり、日本としては、同支援を通
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じて国益の促進を図る、との立場を堅持すべきである。両者の逆転は全くの本末転倒であ

る。 
モザンビークのとあるドナー国の大使は、筆者在任時のある会合後に当館大使宛のレタ

ーで日本の PAPs への参加を勧め、その理由として「PAPs は第一バイオリン奏者である」

と述べた。同大使に対する返信レターで、日本は当然のことながら参加できかねる意思を

伝えたが、レターの 後に記載した文章をもって結びとしたい。「ドナーはオーケストラの

メンバーである。各々が異なる役割をもつが、どのメンバーが何を担当するかは 終的に

はあまり重要ではない。 も重要なのは、指揮者（モザンビーク政府）の下、全メンバー

（ドナー）が一致団結してよりよいハーモニー（援助）をいかに聴衆（モザンビーク国民）

に届けるかである。」 
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別添 1：日本の対モザンビーク支援戦略プログラム図 
 

 
 

 
出所：在モザンビーク日本大使館経協班 
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